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子どもたちの今と未来を創る

１ －⑴ 子育て支援の充実

子育て支援課

こども課

健康増進課

施策の方向性

　 未来を担う 子どもが健やかに産まれ、 元気に成長でき、 全ての子育て家庭が子育てに伴う 喜びを実

感できるよう 、 妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援体制の一層の充実に努めると と もに、

安心して出産、 子育てのできる環境の更なる整備を推進し ます。

これまでの取組みと現状認識

●令和２ 年度～令和６ 年度を計画期間と する 「 第２ 期東金市子ども ・ 子育て支援事業計画」 を定め、

子ども・ 子育て支援法で掲げている 13 の地域子ども・ 子育て支援事業のう ち 11 の事業を実施して、

妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援体制の構築を図っています。 保護者のニーズや家

庭を取り 巻く 環境を考慮し ながら、 すでに実施し ている事業の拡充や、 未実施の事業の実施につい

て検討し ていく 必要があり ます。

●子育て世代包括支援センタ ーを設置し 、 切れ目ない支援のための相談支援体制の充実を図ると と も

に、 妊婦及び乳幼児を対象と し た各種健診や相談・ 教室事業のほか、 産前・ 産後サポート 事業を実

施し ています。

●母子健康手帳交付時、 保健師が全ての妊婦と 面接を行っていますが、 妊娠期は支援につながり にく

い現状があり ます。 そのため、 妊婦が抱える様々な問題を把握し 、 産前産後のサポート 体制を整備

する必要があり ます。

●年々増加の一途をたどっている児童虐待への対応とし て、 様々な施策を通じ た虐待の予防及び早期

発見が求められており 、 関係機関と のより 一層の連携・ 協力が必要となってきています。

●核家族化や共働き世帯の増加により 学童クラブのニーズは増加しています。 開設場所等の制約や配

慮が必要な児童の増加もあり 、 より 安全な保育のための運営体制の確保について検討し ていく 必要

があり ます。

これからの展開

●第２ 期東金市子ども ・ 子育て支援事業計画の進行と 次期計画の策定

　「 第２ 期東金市子ども ・ 子育て支援事業計画」 に定める地域子ども ・ 子育て支援事業について、 必

要と さ れる「 量の見込み」 を充足し う るサービス供給や事業の周知活動が行われるよう に、 それぞ

れの事業の実施状況を管理します。 なお、 第２ 期計画の期間が終了する際には、 次期計画について、

ニーズ調査の結果や東金市子ども ・ 子育て会議の意見を参考に策定を進めます。
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●妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の充実

　 地域子ども ・ 子育て支援事業に定める各種事業や子ども医療費助成事業などを実施し 、 安心し て産

み・ 育てられる環境の整備に努めます。

　 また、 母子健康手帳交付時に保健師による全員面接の実施や、 妊婦及び乳幼児を対象と し た各種健

康診査を実施し 、 安全な妊娠・ 出産と 疾病等の早期発見に努めると と もに、 子育てサービスや交流

できる場、 相談支援の場等についての周知に努めます。

●育てにく さ を感じる親に寄り 添う 支援

　 年齢に応じ た子どもの発達を知ること が、 育てにく さ を軽減する要因の一つであること から、 乳幼

児期の健康診査・ 教室事業において、 子どもの発達過程を理解できるよう 教育や相談の充実を図る

と と もに、 発達に心配のある子どもが利用できる教室・ 相談事業の充実を図り ます。

　 また、 親が一人で悩みを抱えずスト レスをコント ロールできるよう 相談支援を行う こと が重要なた

め、 乳幼児健康診査や各教室相談事業で、 子育ての相談先について周知すると と もに、 専門職が子

育てに関する相談に応じ ます。

●学童クラブの設置運営

　 東金市立小学校に学童クラブを設置し 、 放課後児童健全育成事業を実施し ます。 また、 学童クラブ

の安定運営に資するため支援員等の確保や民間の能力を活用し た運営の可能性について、 検討を進

めます。

主要事業 ・ ・ 第４ 章「 と う がね 10 年の経営重点戦略」 に位置付けられた事業

・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

東金市子ども ・ 子育て支援事

業計画の推進

「 第２ 期東金市子ども ・ 子育て支援事業計画」 を推進し ます。

次期計画策定にあたって、 市民のニーズを把握するための調査を実施

し 、 その結果を反映さ せます。

現計画の進行及び次期計画策定にあたっ ては、 東金市子ども ・ 子育て

会議を開催し 、 その意見を聞きます。

利用者支援事業（ 基本型・ 母

子保健型）

子どもや保護者の身近な場所で、「 妊娠期から子育て期までの切れ目の

ない支援」 を実施し ます。

また、 妊娠届出時に保健師が全数面接し 、 妊娠期から必要な支援を行

う と と もに、 出産後は全戸訪問を実施し 、 子育て支援情報を提供し 安

心して子育てに取り 組めるよう 支援し ます。

子ども医療費扶助事業
高校３ 年生相当年齢までの入院、 中学３ 年生までの通院・ 調剤に対し 、

医療費の一部を助成し ます。

児童館運営事業
児童館において、 様々な事業を行い、 子ども の育ちや保護者同士の交

流の場を提供し 、 子育て家庭への支援を行う ものです。

母子包括支援事業

妊娠・ 出産期及びその後の子育て期を通し て切れ目のない支援体制を

整備するため、 産前サポート 事業と し てのマタ ニティ サロンや妊婦電

話、 産後ケア事業を実施し ます。

(2 )みらいづく り
施策２

(2 )みらいづく り
施策３

(2 )みらいづく り
施策１

(2 )みらいづく り
施策１

(2 )みらいづく り
施策２

参考資料②
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母子健康診査事業

医療機関委託の妊婦・ 乳児健康診査のほか、 集団で実施する幼児健康

診査等を実施し 、 各時期における疾病等の早期発見、 保健師等の専門

職による個別相談を行い、 保護者の育児不安の軽減や虐待の早期発見

に努めます。

母子健康相談・ 教育事業

乳幼児の健康増進と 保護者の育児不安の軽減を図るため、 専門職によ

る各種相談・ 教室事業を実施し ます。 小中学生等にむし 歯予防や思春

期健康教育など正しい知識の普及に努めます。

放課後児童健全育成事業
小学校の放課後等に家庭保育が難し い児童に対し、 適切な遊びや生活

の場を提供し 、 監護を行う ことで児童の健全な育成を図り ます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

地域子ども ・ 子育て支援事業の実施状況

東金市子ども ・ 子育て支

援事業計画の進行管理

学童クラブの在籍

児童

量の見込み 人 49 3 4 9 7

供給量 人 54 3 5 4 3

地域子育て支援拠

点事業の延べ利用

人数

量の見込み 人 14 ,0 0 0 1 4 ,0 0 0

人 15 ,1 0 0 1 5 ,1 0 0供給量

フ ァ ミ リ ー・ サ

ポート ・ センタ ー

事業の延べ活動件

数

量の見込み 件 490 5 0 0

供給量 件 640 6 4 0

産後に助産師や保健師等からのケアを

受けることができた人の割合
％

86 .3

（ R1 ）
9 0 .0

４ か月児相談相談票から

の統計

ゆったり と し た気分で子ども と 過ごせ

る時間がある母親の割合
％

71 .1

（ R1 ）
7 4 .0

３ 歳児健康診査問診項目

からの統計

この地域で今後も子育てをし ていきた

いと思う 親の割合
％

90 .5

（ R1 ）
9 3 .0

４ か月児相談相談票から

の統計

子どもの社会性の発達過程を知ってい

る親の割合
％ 8 7 .0 （ R1 ） 9 0 .0

３ 歳児健康診査問診項目

からの統計

(2 )みらいづく り
施策２

(2 )みらいづく り
施策２ ・ 施策４

(2 )みらいづく り
施策１ ・
(4 )し ごと づく り
施策３
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子どもたちの今と未来を創る

１ －⑵ 幼児教育・ 保育の充実

こども課

学校教育課

施策の方向性

　 認定こども園化や民間の認定こども園の誘致により 、 公立教育・ 保育施設の有効利用や民間移行と

いった幼保再編を図るこ と で、 変化し 、 多様化する保護者のニーズに対応し 得る充実し た幼児教育・

保育の環境を整備します。

これまでの取組みと現状認識

幼
保
再
編
の
推
進

●就学前児童の施設利用を取り 巻く 状況と し て、 共働き世帯の増加等により 、 保育ニーズが

増大し ている一方で、 ニーズの変化に対応し う る施設整備や保育士の確保ができておらず、

待機児童が発生している状況です。

●平成 30 年度末に策定し た「 東金市就学前児童施設の今後のあり 方」 の中で、 市の抱える課

題と し て、 ①幼稚園ニーズと保育ニーズと の需給のミ スマッ チ、 ②各小学校区において、 幼

稚園ニーズ・ 保育ニーズの両方を充たせていないこと 、 ③施設の老朽化の３ つを挙げており 、

課題解決の方法と し て、 公立施設の認定こども園への転換及び民間への移行による幼保再

編を掲げています。

●民間能力を十二分に活用し ながら幼保再編を進めること で、 市の課題を解決し 過不足なく 教

育・ 保育サービスを提供できる環境を整える必要があり ます。

幼
児
教
育
の
充
実

●特別な配慮を要する園児が増加傾向にあること や外国籍の在園児も増えており 、 幼児一人ひ

と り の言語や文化的背景、 特性に応じ た指導と いったきめ細かな対応は人材面においても

難しい状況にあり ます。

●核家族化や地域社会と のつながり の希薄化が進み、 悩みや不安を抱えながら子育てをしてい

る保護者が増え、 子どもたちの生活習慣の乱れや社会的マナーの低下、 自立心や自己肯定

感の低下など、 家庭の教育力の低下が懸念されています。

●本市の幼児教育は、 幼稚園・ 保育所・ 認定こども園が存在し 、 公私、 施設類型により 担当部

局が異なるなど、 教育内容面の支援に関し て、 公立小学校と 比較すると 一体的な取組みの

実施に課題があるほか、 教育委員会と して、 幼児教育に係る体制について課題が残り ます。

保
育
の
充
実

●保育士・ 保育教諭の配置基準は満たし ているものの、 配慮の必要な児童の受入れなどの保育

ニーズを受け止め、 併せて待機児童の解消につなげるための保育士・ 保育教諭の確保が課

題となっています。

●既存の公立保育施設は老朽化しており 、 安全な保育環境づく り のために適切な維持管理を要

し ますが、 そのための費用を確保すること が困難と なっています。
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これからの展開

幼
保
再
編
の
推
進

●公立施設の認定こども園への転換

全体的な教育・ 保育ニーズの需給バランスを考慮し ながら、 公立幼稚園・ 公立保育所を認

定こ ども 園へと 転換し、 地域の幼保それぞれのニーズに応え、 円滑な小学校への接続を図

り う る施設にし ていきます。

●民間能力の積極的活用

「 東金市就学前児童施設の今後のあり 方」 の計画スケジュールに沿って、 老朽化が進む公立

施設を廃止し 、 公益法人を誘致して民設民営の認定こども園を新設します。

幼
児
教
育
の
充
実

●特別な配慮が必要な子どもへの支援強化

一人ひと り の個性を認め、 支援の必要性を把握し、 適切な幼児教育を行う ため加配職員の

配置等必要な支援を推進し ます。 外国籍の幼児への指導についても、 生活に必要な日本語

の習得に困難のある幼児については、 安心し て自己を発揮できるよう 配慮するなど、 個々

の幼児の実態に応じ 、 指導内容や指導方法の工夫に努めます。

●家庭教育の充実

家庭教育は、 基本的な生活習慣や人に対する信頼感、 豊かな情操、 思いやり など社会性を

育むう えで重要な役割を担う ものであるこ と から、 各家庭の教育力の向上を図るために、

関係機関と 連携し家庭教育に関する学習会や情報交換の場の提供を推進し ていきます。

●幼児教育担当指導主事の配置

平成 30 年から実施さ れた新しい幼稚園教育要領等を踏まえ、 幼児教育の更なる質の確保・

向上を図るため、 市内全ての就学前児童施設における幼児教育推進体制の充実、 家庭教育

相談体制の確立、 関係機関と の連携による就学相談や幼稚園等における人材確保の取組み

や質向上のための支援、 幼稚園教諭の専門性向上に向けた各種施策のけん引役と し て、「 幼

児教育担当指導主事」 の配置に努めます。

保
育
の
充
実

●保育士・ 保育教諭の確保

保育ニーズの高まり を踏まえ、 人口減少や民間移行等の状況も鑑みながら、 保育士・ 保育

教諭の確保に努め、 定期採用の他、 ハローワークや保育士人材バンク等の活用をし た随時

採用もあわせ、 積極的かつ適切に人材確保を進めます。

●公立教育・ 保育施設の維持管理と 民間移行による施設の更新

既存の公立教育・ 保育施設の維持管理を事後保全により 適切に実施し、 安全な保育環境の

維持に努めます。

教育・ 保育施設を民間移行するこ と で、 国・ 県の財政支援を活用し た施設の更新を図り 、

安全安心な教育・ 保育環境づく り を目指し ます。
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前
期
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計
画

主要事業 ・ ・ 第４ 章「 と う がね 10 年の経営重点戦略」 に位置付けられた事業

・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

幼
保
再
編

の
推
進

幼保再編事業

公立認定こども園への転換、 民設民営認定こども園の誘致を進めま

す。 また、 ソフト 面の一体化を進め、 教育・ 保育の質をより 高めて

いく ため、 幼保職員の合同研修を実施します。

幼
児
教
育
の
充
実

幼稚園一般管理事業

幼稚園教育要領等を踏まえ、 幼児一人ひと り の発達に応じ たきめ細

かな指導と教育環境の充実を図るため、 質の高い教育の実践に向け

た幼稚園教員の研修の充実に努め、 関係機関と連携し ながら一層の

指導力向上を推進します。

幼稚園教育振興事業 充実し た教育活動ができるよう 各種教育環境の整備を推進し ます。

幼稚園保育補助事業
預かり 保育について、 幼稚園教育要領に規定した内容及び保育の受

け皿と し ての機能・ 市民ニーズを踏まえながら充実を図り ます。

保
育
の
充
実

保育所・ 認定こども園

運営事業

公立保育施設の運営に係る事務を行います。 保育士・ 保育教諭の人

材確保や職員の働き甲斐のある環境づく り を推進します。

保育所・ 認定こども園

施設維持管理事業

公立保育施設（ 保育所・ 認定こども園） の維持管理を適切に行い、

安全な保育環境づく り をします。

保育委託事業
民間保育施設との協調など、 多様化する保護者のニーズに対応し う

る充実し た幼児教育・ 保育の環境を整備し ます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

幼
保
再
編
の

推
進

公立認定こ ども 園に転換

した施設
施設 1 3

２ 公立施設の認定こども園への

転換を目標

民間移行により 開園し た

認定こども園
施設 0 1

公益法人の誘致により 、 認定こ

ども園の開園を目標

幼
児
教
育
の
充
実

特別な配慮が必要な子ど

もへの支援強化
％ 94 .0 9 5 .0

幼稚園評価における保護者アン

ケート

家庭教育の充実 回 0 各園 2
各幼稚園の巡回相談の実施

［ 新規］

外国籍幼児初期支援研修 回 0 対象園 1
外国籍園児が在籍する園で実施

［ 新規］

幼児教育担当指導主事の

配置
人 0 1

学校教育課に幼児教育担当指導

主事を配置［ 新規］

教育委員会巡回訪問 回 0 各園 1
幼稚園における各種点検や運営

上の課題や成果の把握［ 新規］

保
育
の

充
実 待機児童の解消 人 14 0

毎年４ 月１ 日現在の保育所等利

用待機児童数調査における待機

児童数

(2 )みらいづく り
施策４

(2 )みらいづく り
施策１ ・
(4 )し ごと づく り
施策３
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前
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子どもたちの今と未来を創る

１ －⑷ 成長を支える地域・

　 　 　 　 　 社会づく りの推進

学校教育課

生涯学習課

施策の方向性

　 次代を担う 子どもたちが豊かな心と健やかな体を併せ持ち、 自立し た社会人と して成長するよう 守

り 育てるため、 学校、 家庭、 地域が連携し て取り 組む体制づく り や地域社会が一体と なった支援体制

づく り を推進し ます。

　 また、 青少年育成団体などの様々な担い手の育成・ 活動の支援に努めると と もに、 子どもたちの体

験学習やボランティ ア活動への参加促進や社会貢献活動などの推進を図り ます。

これまでの取組みと現状認識

学
校
内
で
の
取
組
み

●子どもたち一人ひと り にあった教育の推進と 環境整備が必要であり、 いじ め対策、 教育相

談・ 生徒指導の充実、 特別支援教育・ インクルーシブ教育の充実など、 その重要度は増し

ています。 子どものこと・ 家庭のことは、 改めて教育委員会だけでなく 、 部局の垣根を超え、

横断的な連携の上、 全庁をあげて対応をし ていかなければなり ません。

●学校においては、 子どもと 親の相談員・ 特別支援教育支援員等を配置し てきました。 し かし 、

相談内容の複雑化や支援を要する子どもの増加、 保護者・ 地域からの多岐にわたる要請も

あり 、 現状、 全てにおいて対処できていないのが現状です。

●学校内の人だけでなく 、 地域の方とのふれあい、 また、 地域人材の活用を通し て、 地域を知

り 、 地域を大切にする心を育むこと も重要となっています。

●過去の市民アンケート では、「 豊かな心を育む学校教育の充実」が重要度も高く 、前述のスタ ッ

フの更なる充実、 地域人材の活用は、 欠かすことができません。

●給食は、 子どもたちの健やかな成長に大きく 寄与しており 、 食教育の推進と給食提供の基盤

と なる給食施設・ 設備の改善を進める必要があり ます。

学
校
外
で
の
取
組
み

●学校や各種団体と の連携を強化し 、様々な経験の場を提供すること によって、子どもたちに、

たく まし く 人間性豊かに育まれる環境をつく ること が求められています。

●青少年相談員連絡協議会、 子ども会育成協議会やジュニアリ ーダースクラブなど各種団体の

事務局とし て、 また必要に応じ て学校及び関係団体と連携してイベント を実施しました。

●子どもたちの安全で安心な居場所を設け、 地域住民と の交流活動との取組みを促進さ せるた

め、 市内で希望する小学校区において放課後子ども教室を実施し まし た。 令和元年度は実

施４ 小学校区の在籍児童のう ち約 34％が教室を利用し まし た。

●青少年育成団体の担い手である地域のリ ーダーたちが高齢化する一方、 若年層の減少や団体

の認知度の低さ などにより 後継者の不足が課題と なっており 、 青少年育成活動の担い手と

なる人材の育成が課題となっています。

●家庭での養育が十分になさ れず、 学校で元気に活動できないばかり か不登校になる子どもも

見られます。 そのため、 市では、 家庭教育相談室を設け、 子育ての悩みや家庭の問題や学

校生活の悩みなどに関する相談を受け付けしています。
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これからの展開

学
校
内
で
の
取
組
み

●子どもと親の相談員・ 特別支援教育支援員による対応

配置増員の上、 子ども たちの抱える悩みや課題、 学校生活の中で支援を要する子どもへの

配慮など、 より きめ細かな対応と行き届いた教育を図り ます。

●食教育の推進と給食施設・ 設備

食の重要性を理解し、 子どもたち自身の食への関心を高めると 同時に安心・ 安全な給食の

安定供給を図り ます。

●教育資源・ 地域人材の活用

コーディ ネータ ーを配置し、 関係機関と の連携のも と、 地域事業者によるキャ リ ア教育の

推進・ 地域に残る伝統芸能等、 文化的教育・ 市内高校大学の教員（ 城西国際大学・ 千葉学

芸高校等） によるより 専門的な学び（ ICT・ 環境教育等）、 市内大学生による運動部、 文化

部の活動支援ボランティ ア等を推進し ます。

学
校
外
で
の
取
組
み

●多様な主体による取組みの推進と 連携

青少年相談員連絡協議会、 子ども会育成協議会、 青少年育成市民会議などの青少年育成団

体の活動促進を支援し 、 関係団体の連携を強化しながら、 事業の充実に努めます。

●青少年育成事業の充実

青少年の豊かな人間性や社会性を育むため、 地域や異年齢間の交流機会の拡大、 研修事業

への参加促進や体験活動の充実に努めます。

●放課後子ども教室事業の推進

市内全小学校区のう ち実施を希望する小学校区において事業を実施し ており 、 参加対象と

なる児童・ 保護者からの学習ニーズを把握し 、 実施内容の充実に努めます。

●家庭教育相談室の実施

小中高校生などの本人や家族、 学校の先生などからの不登校、 進路の迷いや子育てなど学

校生活の悩みなどの相談を受け付け、 必要に応じて学校や関係機関と連携を図り ます。

●家庭教育の啓発

家庭内暴力、 不登校、 子どもの自殺などの問題を防ぐこ と を目指すため、 家庭教育の啓発

に関する講演会を開催します。

●社会教育委員会議の開催

東金市社会教育委員会議を開催し、 社会教育の問題や課題を協議すると と もに、 山武地方

社会教育委員連絡協議会と 連携し社会教育を促進し ます。
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主要事業 ・ ・ 第４ 章「 と う がね 10 年の経営重点戦略」 に位置付けられた事業

・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

学
校
内
で
の
取
組
み

子どもと 親の相談員事業

現在配置している相談員を増員し 、 これまで以上に子どもたちの人

間関係構築の援助、 スト レスの軽減や介助を行い、 保護者や関係機

関との連携を図り ます。

特別支援教育支援員事業

現在配置している支援員を増員し 、 障がいのある児童に対し 、 学校

生活における日常生活の介助や発達障害の児童に対し 学習活動上を

支援し ます。

学校給食管理事業
学校給食の運営管理と し て、 安全・ 安心な給食提供のための設備改

善を進めます。

教育資源等の活用事業

本市の有する歴史・ 文化・ スポーツなどの様々な教育資源や地域人

材を活用し 、 子どもたちが、 将来への夢や希望を育み、 生き生きと

活動できる事業を展開し ます。

学
校
外
で
の
取
組
み

青少年健全育成協働事業

青少年育成団体（ 青少年相談員連絡協議会・ 子ども会育成協議会等）

への活動に対する補助金の支出及び団体活動実施にあたっての直接

的な支援を行う と と もに、 青少年に係る関係機関の連絡調整を図る

青少年問題協議会を実施します。

青少年健全育成主催事業
自然体験学習（ キャンプ事業など）、 ジュニアリ ーダー養成講座な

どを実施します。

放課後子ども教室推進

事業

小学生の学力向上を目的と し た自主学習等に対する支援を退職校長

等の教員 OB・ 大学生など地域住民からの協力のもと、 実施を希望

する市内小学校で放課後や休日等の時間帯に実施します。

家庭教育振興事業

学校生活や子育ての悩みについての家庭教育相談を実施し ます。 ま

た親と 子どものコミ ュニケーショ ン能力を向上さ せるため講演会を

開催し ます。

社会教育委員運営事業
社会教育委員を委嘱し 会議を開催すると と もに、 関係機関や団体と

連携し 、 社会教育の充実を図り ます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

学
校
内
で
の
取
組
み

長欠児童生徒数 人 1 2 8 6 8
年間 1 2 人（ 各校－１ 人） の減

少を目標

支援員の配置数 人 3 3 6 6
支援員１ 人あたり 児童生徒８ 人

程度を目安に目標

給食衛生・ 安全指摘

項目数
個 6 2

保健所等の給食室巡回指導におけ

る衛生管理基準を下回る指摘数

教育資源等の活用事業の

実績報告
件 0 1 2 各校、 年１ 回の実施を目標

学
校
外
で
の

取
組
み

放課後子ども教室に参加

する児童の割合
％

3 4

（ R1 ）
5 0

実施小学校区における在籍児童

数のう ち放課後子ども教室へ参

加する児童数の割合

家庭教育講演会参加者数 人
6

（ R1 ）
1 0 0

(2 )みらいづく り
施策３

(2 )みらいづく り
施策３
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稼ぎ・ にぎわう まちを創る

２ －⑴ 既存事業者の持続・ 発展と

　 　 　 　 　 新たな企業誘致の推進

商工観光課

建　 設　 課

施策の方向性

　 首都圏中央連絡自動車道や国道 126 号、 千葉東金道路の結節点と なる東金インタ ーチェ ンジ周辺

などの産業拠点と し ての発展、 新し い産業用地整備やスマート インタ ーチェ ンジ建設を含め、 関係機

関と の連携により 、 企業を誘致するための支援策の拡充や市内立地企業の持続・ 発展のための環境を

整備します。

これまでの取組みと現状認識

●東金市は成田空港に近く 、 千葉東金道路と 首都圏中央連絡自動車道の結節点にあり 、 このよう な立

地上の優位性を存分に活かし て、 企業の進出を促し 、 地域経済の発展、 雇用の促進を図ってきまし

たが、 千葉東テクノ グリ ーンパークについては、 分譲が全て終了し 、 市内の産業用地が不足し てい

る状況と なっています。

　 そこで、 戦略的な企業誘致を進めるため、 工場等の新規立地や市内立地企業による設備投資に対し

て、 新たな補助制度を創設すると と もに、 首都圏中央連絡自動車道にスマート インタ ーチェ ンジの

設置を国に要望し 、 千葉県の産業用地整備事業を活用して、 県、 市、 民間事業者と 協働で産業用地

の整備を進めていきます。

これからの展開

●新たな企業立地を推進していく ため各種補助制度の創設

　 企業の新規立地に対する補助と し て、 工場等を操業し た場合に固定資産税相当額を補助し ます。 市

内での操業実績がある市内立地企業が工場等の規模拡大で設備投資を行った場合に固定資産税相当

額を補助し ます。

●民間事業者及び県と の連携による産業用地整備を推進

　 民間事業者による産業用地整備を推進するため、 県による産業用地整備事業補助金を活用し 、 周辺

環境整備に係る建設負担金を市が負担する制度を構築し 、 県、 市、 民間事業者の役割分担のもと 、

それぞれの強みやノ ウハウを効果的に活かし た産業用地の整備を推進し ます。

●スマート インタ ーチェ ンジの整備検討

　 企業誘致推進のため、 首都圏中央連絡自動車道にスマート インターチェ ンジ整備を検討し ます。
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第
５
章
　
ま
ち
づ
く
り
の
柱

柱
２
「
稼
ぎ
・
に
ぎ
わ
う
ま
ち
を
創
る
」

前
期
基
本
計
画

主要事業 ・ ・ 第４ 章「 と う がね 10 年の経営重点戦略」 に位置付けられた事業

・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

・ ・ 新規事業

事業名 事業概要

企業誘致推進事業

企業が市内で工場等を操業し た際の「 新規立地に対する補助」 及び市

内立地企業による「 設備投資に対する補助」等の各種補助制度を創設し 、

新しい形の企業誘致を推進し ます。

産業用地整備事業

県（ 市町村と協働で企業誘致活動、 民間事業者と の総合調整）、 市（ 候

補地の選定、 土地利用（ 農地転用等） の調整、 事業採算性の検証）、 民

間事業者（ 用地確保、 造成、 分譲）、 ３ 者の協働により 、 圏央道周辺に

産業用地整備を進めます。

スマート インター

チェ ンジ整備事業

スマート インタ ーチェ ンジの実現性の検討についての組織づく り を行

う など、 全庁的に協議・ 検討を行います。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

新規企業立地数 社 0 1 0

新たに各種補助制度を構築し 、

令和７ 年度までに新規立地企業

10 社を目標 [ 新規 ]

新規立地企業従業員数 人 0 10 0 上記の企業の従業員数 [ 新規 ]

(4 )し ごと づく り
施策２

(4)し ごと づく り
施策２

(4)し ごと づく り
施策２
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稼ぎ・ にぎわう まちを創る

２ －⑵ 農業経営の強化・

　 　 　 　 　 安定と森林の整備

農　 政　 課

施策の方向性

　 農地の利用の最適化、 担い手農業者の育成と 農業基盤整備の推進を通じ て、 効率的で安定し た農業

を目指し ます。 また、「 道の駅みのり の郷東金」 を核と し た農産物直売の支援と消費拡大を進めること

で、 農業経営の向上につなげていきます。

　 また、 森林所有者の高齢化などにより 、 森林は十分な管理がさ れず荒廃のおそれもあるこ と から 、

市民が安らげる森林の再整備を推進すると と もに、 千葉県産木材の消費促進に向けた普及啓発に努め

ます。

これまでの取組みと現状認識

農
業
経
営
の
強
化
・
安
定

●本市の農業を取り 巻く 環境は、 農業従事者の高齢化や担い手不足などによる様々な課題によ

り 、 農業生産額の低迷や農業所得の減少と いった厳しい状況に直面しています。

　 このよう な中で、 農業の維持発展のため、 生産基盤の整備、 生産体制の効率化、 新規就農者

の確保、 耕作放棄地の拡大防止などに向けた対策と 併せて野生鳥獣による農作物被害を軽

減さ せるための対策も図る必要があり ます。 更に、 収益向上のため、 地域資源を活用し た

新たな産地化や特産品の開発などを図る必要があり ます。

●地域の共同活動に支えられている農道や水路等の保全管理は、 農村地域の過疎化や高齢化な

どにより 困難と なり 、 また、 担い手農家の負担の増加も懸念さ れています。

　 農業・ 農村は、 国土の保全、 自然環境の保全、 良好な景観形成など多面的機能を有しており 、

その利益は多く の国民が享受し ている考えのもと 、 地域資源の向上のための共同活動など

に活用できる多面的機能支払交付金の制度が国で構築さ れ、 本市では１ ７ 組織の認定をし

ています。

み
の
り
の
郷
東
金
の
活
用

●農業者の安定した農業経営のためには、 千産千消をはじめと し た消費活動の拡大がカギと な

り ます。 道の駅みのり の郷東金を拠点と した農産物直売を支援し、 東金産農産物のPR を行

い、 農業経営の向上へとつなげていきます。

●市内の農産物を活用し た６ 次産業化の推進に向け、 市内農業者や加工業者など関係団体及び

市と 連携し、 農産物生産に加え、 それを加工し 付加価値を付け販売するこ と で農業所得向

上を図り 地域産業の活性化を図り ます。

森
林
の
整
備

●林業従事者の減少、 高齢化等から、 所有者による管理困難な森林が増えること で手入れが行

き届かず、 森林の荒廃が進んでいく ことが懸念されます。

●森林には国土保全や水源涵養等の多面的機能があること から 、 その維持・ 保全を図るため、

計画的な伐採や植林等による森林整備を推進すると と もに、 林道や作業道等の路網整備を

図り ます。 また、 健全な森林育成や安定的な林業経営のため、 罹患率の高いスギ非赤枯性

溝腐病の杉を伐採し 新たに植え替えるこ と が必要です。 また花粉症対策等に配慮し た新品

種の導入も検討し 、 人と自然の共生を重点と し た森林づく り を推進します。
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第
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柱
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前
期
基
本
計
画

これからの展開

農
業
経
営
の
強
化
・
安
定

●農業生産基盤の整備

地域の担い手へ農地の集積・ 集約化を促進するため、 関係各課、 農業委員会、 農業協同組合、

土地改良区、 農地中間管理機構等と 連携し 、 農業生産の効率化を図り ます。

農業基盤整備を促進し、 農地の大区画化や排水対策などの耕作条件を改善するこ と で、 農

業の効率化や省力化を図り 安定した農業を推進します。

農業振興地域整備計画の全体見直し や整備計画に基づく 事業の実施により 、 計画的な土地

利用と 優良農地保全の確保に努めます。

●担い手の育成と支援

優れた農業経営者の育成と 確保のため、 認定農業者の拡充を図り 、 地域と と もに「 人・ 農

地プランの実質化」 を進め、 新規就農者や農地集積への支援に努めると と もに、 県農業事

務所と 連携し 、 必要な情報の提供や農業次世代人材投資事業の活用を推進し 営農の安定を

図り ます。

●鳥獣による農作物被害の軽減

有害鳥獣駆除により 有害鳥獣による農作物被害の軽減を図り ます。

●地域資源を活用し た新たな産地化・ 特産品開発等への支援

地域資源を活用した新たな産地化や特産品開発などを行う 農業者団体を支援し ます。

●多面的機能支払交付金の活動組織への支援・ 新たな認定に向けた地域への支援

活動し ている 17 組織の活動を引き続き支援します。 また、 新たに認定を目指し ている地域

へ制度説明や事務手続きなど認定に向けた取組みを支援し ます。

み
の
り
の
郷
東
金
の
活
用

●経営安定化の支援

道の駅みのり の郷東金において、 生産者と 消費者のコ ミ ュニケーショ ンの場を設け、 より

良い農産物づく り 「 千産千消」 の推進に努めます。 また、 東金産農産物の流通販売、 情報

発信を推進すること で農業者等の所得向上と活性化につなげます。

農産物の出荷者に対し 、 生産などに関するふさ わし い経営のあり 方を学ぶ研修を実施し ま

す。 また、 農業協同組合や千葉県など、 他機関が実施する研修等の情報を出荷者などに周

知し 、 参加を促し 、 全体のスキルアッ プに努めます。

●６ 次産業化の推進

東金食文化の情報や地域の魅力を発信し 、 来場者のニーズにあった地元食材使用を基本と

し た東金市の独自性のある商品を製造します。

森
林
の
整
備

●森林整備の促進

森林の有する国土保全や水源涵養の多面的機能を総合的・ 持続的に発揮さ せるために、 計

画的な森林整備を行い、 林業経営の強化に取り 組みます。

森林環境譲与税を活用し、 市内全域の森林の現況・ 意向調査等を実施し、 森林整備全体計

画の策定を行い、 森林を団地化して意欲ある林業事業体による整備を推進します。

森林事業が行われていない里山の保全に向けた教育・ 研修活動に森林所有者だけではなく

市民参加を促し 、 森林の多面的機能への理解促進や森林と の共生を図り ます。

●木材の普及・ 利用促進

東金市木材利用促進方針に基づき市の公共施設等に木造化、 木質化、 木材備品の購入等に

努め、 市民に対し県産材利用の利点をアピールし県産材の消費啓発を図り ます。

●木育の推進

市民が森林に親し み、 そし て森林の大切さ を学べる場の創出と し て、 木工教室や林業体験

などのイベント を開催し 、 自然環境への関心を深める啓発を行います。
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主要事業 ・ ・ 第４ 章「 と う がね 10 年の経営重点戦略」 に位置付けられた事業

・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

・ ・ 新規事業

事業名 事業概要

農
業
経
営
の
強
化
・
安
定

農用地利用集積事業

農業経営基盤強化促進法、 農地中間管理事業の推進に関する法律に

基づく 農地の利用集積を促進し 、 農業経営の規模拡大や農地の有効

利用を図り ます。

農業振興地域内の農用地に 10 年以上の賃貸借権を設定し ている場

合に、 借り 手農業者に対し補助金を交付し ます。

農地中間管理事業

非担い手の所有する農地を担い手へ集積すること により 、 農業経営

の規模拡大を図り 、生産性の向上、生産コスト の削減を推進し ます。

経営転換又は農業をリ タ イヤするために中間管理機構に全自作地を

10 年以上の貸し付けた農地の貸し 手に対し補助金を交付し ます。

人・ 農地プランの策定

支援

農業を取り 巻く 諸問題を解決するため、 集落・ 地域における人と農

地の問題を話し合いによって解決する「 人・ 農地プラン」 作成の支

援をし ます。

基盤整備事業

最新設備を備えるなどの農業基盤整備の推進を通じて効率的で安定

し た農業を進めます。 また、 意欲のある地域へ制度説明や事務手続

きなどを行い事業の促進を支援し ます。

農業振興地域整備計画

事業

農業の振興を図るべき地域を定め、 土地の有効利用と 農地の近代化

のための措置を計画的に推進し 、 農業の健全な発展を図り ます。

両総土地改良事業完了後 8 年経過を見据えた農業振興地域整備計

画の全体見直しを進めます。

農業次世代人材投資事業
新規就農者へ農業を始めてから営農が安定するまで最大５ 年間、 最

大年 15 0 万円を給付します。（ 国庫 10 割）

有害鳥獣駆除事業
地元猟友会等と連携し た有害鳥獣駆除により 、 有害鳥獣による農作

物被害の軽減を図り ます。

農業者団体支援事業
東金市農業振興会を通し て、 地域資源を活用した新たな産地化や特

産品の開発などを行う 農業者団体を支援し ます。

多面的機能発揮促進事業

農村集落における農地や農業用施設の維持管理等の市民の共同活動

を支援し ます。

み
の
り
の
郷
東
金
の
活
用

みのり の郷東金管理運営

委託事業

道の駅みのり の郷東金の管理運営を指定管理者に委託し 、 適正かつ

円滑な運営を目指します。

みのり の郷東金発展事業

産業交流拠点施設「 道の駅みのり の郷東金」 を核に農産物や加工品

の販売及び情報発信等を通じ て、 農商工及び観光が連携し た地域活

性化を図ると と もに、 多く の来場者が交流する施設の維持管理を行

います。

６ 次産業化推進事業

市内農業者や加工業者など関係団体と 連携し た各活動体が、 ６ 次産

業化を推進すること で、「 所得の向上」、「 経営の安定化」、「 産業の

振興」、「 魅力の向上」 を図り ます。

(3 )まちづく り
施策２

(3)まちづく り
施策２

(4)し ごと づく り
施策１
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第
５
章
　
ま
ち
づ
く
り
の
柱

柱
２
「
稼
ぎ
・
に
ぎ
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う
ま
ち
を
創
る
」

前
期
基
本
計
画

森
林
の
整
備

森林の保全事業
森林環境譲与税などを財源にし 、 市有保安林の整備、 林業事業者の

育成、 木育の推進を図り ます。

森林整備事業
令和元年に策定し た森林整備全体計画を基に、 地域森林の整備につ

いて地権者等と話し合いながら市内森林の整備を支援します。

公共施設における木材利

用の推進

市民へ県産木材利用の推進を啓発するため、市有公共施設等に対し 、

木質化、 木製備品、 消耗品の導入を推進し ます。

林業振興事業

下刈り や枝打ち、 サンブスギ溝腐病による被害木の伐倒、 搬出、 跡

地への植栽のほか、 利用可能な材の加工施設への運搬に対し 補助す

ること で健全な森林育成や安定的な林業経営を図り ます。 また、 サ

ンブスギ溝腐病等の対策とし て、 品種改良し た苗木への転換を推進

し ます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

農
業
経
営
の
強
化
・
安
定

効率的かつ安定的な農業

経営面積のシェ アの目標
％ 29 .0 3 3 .0

個別経営体の地域における農用

地利用面積のシェ アの目標（ 農

業者の利用集積面積／全農地面

積）

新規就農者数（ 累計） 人 3 6
農業次世代人材投資事業を利用

し た新規就農者数

認定農業者数 人 1 3 5 1 4 0
地域農業の担い手と し て重要な

認定農業者の拡充

新たな多面的機能支払い

交付金活動組織の認定

（ 累計）

組織 1 7 1 8

新たに活動を検討し ている地域

に対し て、 支援し 認定を促進し

ます。

み
の
り
の
郷

東
金
の
活
用

みのり の郷東金

農業者市内出荷者数
人

12 8

（ R1 ）
1 3 4 ５ ％増加を目標

みのり の郷東金

利用者数
万人

32 .3

（ R1 ）
3 5 .5 1 0％増加を目標

森
林
の

整
備

公共施設における県産材

の利用施設数
施設 ― 5 ［ 新規］

(4 )し ごと づく り
施策１
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稼ぎ・ にぎわう まちを創る

２ －⑷ 魅力的な

　 　 　 　 　 観光コンテンツの創出

商工観光課

施策の方向性

　 交流人口の増加と 地域活性化に向け、 近隣市町と 連携し た広域的な観光戦略により 、 効果的な観光

情報・ 魅力を発信し ます。 また、 既存の祭り ・ 観光イベント の充実強化や体験型観光の拡充、 PR 活

動の推進など、 増加するインバウンド などの多様化する観光ニーズに即した多面的な取組みを推進し 、

観光・ 交流機能の拡充に努めます。

これまでの取組みと現状認識

●本市を含む山武郡内の市町は現状、 各市町域内での観光事業を展開し ており ますが、 新規観光客獲

得のためには近隣市町が連携し 、 市町域を超えた九十九里地域全体での観光戦略が必要です。

●東金桜まつり や YASSA フ ェ スティ バル等の観光イベント 実施について、 関係団体と の連携により

毎年内容の見直し を行い、 交流人口の拡大を図り まし た。 今後も更なる交流人口の拡大につながる

よう な新規イベント の創出について、 協議・ 検討が必要です。

●本市における体験型観光と しては、果物狩り ができるぶどう 園やいちご園があり 、毎年チラシやホー

ムページにより PR を行い、 交流人口の拡大を図り まし た。 インバウンド など多様化する観光ニー

ズに対応するためには、 外国人観光客や個人観光客に人気のある体験型観光の拡充と Ｐ Ｒ の強化が

必要です。

●八鶴湖・ 山王台公園・ 雄蛇ヶ 池にある市の花「 桜」 の枯れ枝等の剪定や観光施設の修繕等を行い、

観光資源と しての維持保全に努めました。

これからの展開

●九十九里地域全体の観光資源を活用し たマイクロツーリ ズムの創出

広域的な観光戦略と し て、 九十九里地域全体の観光資源が活用できるよう なマイクロツーリ ズム及

び PR について九十九里地域観光連盟で協議・ 検討します。

●既存の祭り ・ 観光イベント の充実強化

交流人口の増加につながるよう な、 祭り やイベント の内容をより 充実さ せるための新規イベント 等

について、 関係団体と の協議・ 検討、 また、 既存関係団体以外からも意見を得るため、 城西国際大

学の学生と の意見交換等を積極的に進めます。

●体験型観光の拡充及び PR

体験型観光の拡充と し て、 民間の体験型観光施設と 協力体制を構築し 、 観光イベント 等の実施によ

る体験型観光施設の PR を積極的に進めます。

●八鶴湖や雄蛇ヶ池等の観光資源整備

魅力ある観光スポッ ト の維持のため、 引き続き環境整備に努めていきます。

●情報発信の強化

八鶴湖畔の東金市観光協会案内所やみのり の郷東金“と っ ちーの家 ”を活用し 、 来場者に対し 情報

発信すると と もに、 W EB での効果的な情報発信に努めます。
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主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

観光関係機関支援事業

東金市観光協会や九十九里地域観光連盟など観光関係機関へ補助金

等の支援と交流人口拡大のための連携強化を図り ます。 また、 本市

単独では実施困難なキャンペーンや PR 活動も他団体と 連携し て実

施します。

観光 PR 事業

観光パンフレッ ト ・ イベント ポスタ ー・ 観光 PR 動画を作成し 、 各

種観光キャンペーンに参加・ 配布掲示を行います。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

観光入込客数 万人
1 3 3

（ R1 ）
1 5 0

年間約 3 .5 万人の入込数増加を

目標

九十九里地域で連携し た観光イ

ベント の開催数
回

5

（ R1 ）
1 0

(1 )げんきづく り
施策２ ・
(3)まちづく り
施策２

(5 )きずなづく り
施策２
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街・ 道・ 自然が織り なす市域を創る

３ －⑴ 豊かな自然と利便性の高い

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 市街地の形成

都市整備課

建　 設　 課

施策の方向性

　 JR 東金駅を中心と する中心市街地については、 市民が快適なサービスを継続し て受けられ、 かつ、

中心市街地にふさ わし い都市機能を集積し 、 にぎわいのあるまちづく り を目指し ます。

　 また、 中心市街地以外の丘陵部や平野部についても 、 都市の活力を生み出す産業地を形成し つつ、

里山・ 田園などの豊かな自然環境の保全を図り 、 自然景観と 共生する計画的な土地利用を行います。

これまでの取組みと現状認識

都
市
計
画

●本市では JR 東金線３ 駅を中心と し たまちづく り が進められ、 都市計画マスタ ープランに基

づいた土地区画整理事業などや街路、 公園、 下水道などの都市インフラ整備が総合的かつ

一体的・ 継続的に実施されてきまし た。

● JR 東金駅の東側地区は基盤整備も整い人口の増加も見られますが、 一方で施設の老朽化や

店舗の減少などが見受けられ、 西側地区においては商業機能が衰退しています。

●本市の中心市街地とし ての機能を担う 地区と し て、 歴史・ 文化資源を活かして街の魅力を再

生し 、 賑わいを取り 戻し ていく ために、 都市機能の集積に向けた様々な展開をし ていく こ

と が必要と 考えられます。

●首都圏中央連絡自動車道が県内全線開通すること により 、 速達性・ 利便性の向上が期待さ れ

ており 、 東金インタ ーチェ ンジ周辺部をはじ め、 広域幹線道路が交差する交通結節点では、

その優位性を活かし 、 周辺都市と の連携を図り つつ地域振興や防災面に寄与する土地利用

の展開が必要と 考えられます。

●大規模地震や気候変動に伴う 自然災害の発生と 、 それに起因する都市災害が懸念されている

こ と から、 防災上の対策を講じ ながら、 安全に住み続けるこ と ができる環境を整備するこ

と が必要です。

●また、 日常の生活においては、 バリ アフリ ー化やユニバーサルデザインの導入により 誰もが

安心し て暮らせる環境を整えていく こと が求められています。

●全国的な人口減少下で都市と しての優位性を維持・ 向上さ せ人を惹きつけるためには、 個性

化による魅力増進や、歴史・ 文化・ 自然などの地域資源や都市景観、田園景観などを活用して、

都市の魅力向上と美し い都市づく り を進める必要があり ます。

●都市づく り を進めるう えでは、 市民や民間事業者が参画する機運を高めると と もに、 教育機

関などと の協力体制を構築し、 人材育成や支援の仕組みづく り、 JR 東金駅周辺に学生を呼

び込むための取り 組みなどを通じて都市づく り の動きを広げていく こと が必要です。

地
籍
調
査

●地籍調査は、 平成 25 年度に地籍調査実施計画書を策定し 、 市内全域 8 7 .4 8㎢を対象に平成

27 年度から 30 か年計画で進めています。

●地籍調査は、土地取引の円滑化や土地資産の保全、災害の速やかな復旧や公共工事の円滑化、

民間開発事業の推進、 森林施業の円滑化など多岐にわたり 効用が生じ ますが、 補助金の交

付率の低下や厳しい予算編成の中、 進捗に遅れが生じています。



7 9

第
５
章
　
ま
ち
づ
く
り
の
柱

柱
３
「
街
・
道
・
自
然
が
織
り
成
す
市
域
を
創
る
」

前
期
基
本
計
画

これからの展開

都
市
計
画

●土地利用・ 市街地整備

人口減少や少子高齢化などを踏まえ、 JR ３ 駅を中心と し たまと まり のある土地利用を基本

に、 JR 東金駅周辺への都市機能の一定の集積を図り ながら、 市街地の規模の適正化と 地域

の実情に適した柔軟な土地利用の展開を図り ます。

また、 本市は、 豊かな自然環境の中に広域幹線道路、 スポーツ・ 文化施設、 道の駅など優

れた都市的機能があること から 、 これらを活かした土地利用の推進を図り ます。

魅力的な都市づく り に向けては、 地域の実情に応じ た整備手法を選択し ながら、 必要な市

街地整備を進めます。

●緑地保全の推進

市民が良好な生活環境の中で健康で安全かつ快適な生活を営むため、 自然を保護すると と

もに緑化を推進し 、 緑豊かなまちづく り を促し ます。

●都市環境形成

土地利用と 連動し た産業、 商業地や住宅地、 沿道などの景観形成の充実を図り、 個性ある

魅力的な街なみの形成に努めます。

また、各地域が持つ歴史や文化、自然、伝統などを尊重しながら、これらの景観資源の保全・

有効活用を図ると と もに、 本市の地形的特徴などを活かし た豊かな自然景観を維持・ 活用

し た都市づく り に努めます。

地
籍
調
査

●地籍調査実施の推進

地籍調査の成果を基礎データ と し て利用すること により きめ細やかなまちづく り に役立つ

ことから、 今後も計画的かつ継続的な推進に努めます。

●地籍調査実施区域の選定

近年国県では、 地籍調査による施策効果を考慮し、 より 効果的な調査区域に高い交付率と

なるよう 交付率に差をつけています。 今後は、 交付率の高い区域を選定し 地籍調査を進め

ていく など柔軟な対応に努めます。
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主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

都
市
計
画

都市計画企画立案事業

都市計画基礎調査や都市機能集積に向けた調査・ 研究などを実施し 、

地域毎の特色を生かし た都市づく り のための計画・ 企画を立案し ま

す。

都市計画推進事業

市の目指すべき都市の姿を示した「 第２ 次都市計画マスタ ―プラン」

の実現を図るため、 計画的な土地利用の誘導や都市施設の配置につ

いて、 都市計画制度の活用を検討していきます。

住宅地形成推進事業

砂郷地区において、 地区住民と市が一体と なり 、 地区の特色を生か

し た新たなまちづく り を市民と と もに進めるために、 地域づく り 団

体に対する支援・ 助成を行います。 また、 まちづく り 計画の策定や

事業実施に向け、 関係機関や各種団体等と の協議・ 調整を進めます。

緑地保全事業

都市における緑地の適正な保全と 推進を計画的かつ体系的に整理し

た緑の基本計画を策定し ます。

また、 当該計画等に基づき、 自然を保護すると と もに、 土地造成や

工場等の整備を行う 際には、 既存森林等の適正な保全と緑化の推進

を促し ます。

地
籍
調
査

地籍調査事業

正確な地図と 簿冊（ 地籍図及び地籍簿） を作成するため、 地籍調査

業務委託を実施し ます。 その後、 本事業による成果は法務局に送付

さ れ、 法務局の記載内容が修正さ れます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

都
市
計
画

良好な市街地の形成 ％ 34 .6 4 0 .0 市民アンケート 調査

豊かな自然に対する市

民の魅力度
％ 44 .6 4 6 .0 市民アンケート 調査

地
籍

調
査 地籍調査実施面積 ㎢ 11 .2 9 2 3 .2 9

地籍調査実施計画書と 直近３ か

年の実績を踏まえた目標

(3 )まちづく り
施策４
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街・ 道・ 自然が織り なす市域を創る

３ －⑵ 生活と産業を支える道路整備

建　 設　 課

施策の方向性

　 本市が有する広域道路ネッ ト ワークは、 国道 12 6 号、 首都圏中央連絡自動車道、 千葉東金道路、 東

金九十九里有料道路などの広がり を有し ており 、 この高いポテンシャルを最大限に活かし 、 産業・ 商

業の進出動機につながるよう な、魅力と 利便性の高い、国・ 県道の整備促進を関係機関に働きかけます。

　 また、 市道についても市内地域間の連携強化と 安全性・ 利便性の向上に配慮し た整備を計画的に推

進し ます。

これまでの取組みと現状認識

道
路
整
備

●総合計画及び都市計画マスタ ープランを踏襲し た将来道路網の形成。

●本市では、国・ 県道を結ぶ市道整備を軸に展開し ていく こと で生活道路網と してのネッ ト ワー

クの確保及び地域間の連絡路と し た形成を図り ます。 し かし 、 国の交付金（ 社会資本整備

総合交付金） を活用し 事業展開し ているため、 今後も継続的な整備事業と し て取組みが必

要です。

●道路整備事業を目的別に捉えた場合、 各課の将来計画に公共交通等及び観光の観点からも地

域連絡道路、 災害緊急輸送路等の脆弱性が懸念さ れること からも庁内調整を図る必要があ

り ます。

●通学路の効果的な安全確保のため、「 通学路交通安全プログラム」 に基づき 、 通学児童が多

い区間や交通事故が多発し ている区間等、 交通安全対策が急がれる区間を中心に歩道整備

等の対策が必要になり ます。

●道路事業（ 補助事業）を展開する上で、令和３ 年度以降の要望に伴い国土強靭化関連予算の「 重

点化」「 要件化」 が図られるため、 国土強靭化地域計画の策定が国の予算配分の「 必須条件」

になり ます。

道
路
管
理

●市内の道路整備に対するニーズは年々高まっているが、 長引く 経済不況から新規事業着手は

厳し い状況にあり ますが、 道路（ 舗装） をはじ め、 橋梁、 ト ンネル及び側溝等の道路付帯

構造物又はカーブミ ラー、 区画線等の交通安全施設の最低限の維持管理は必要不可欠なも

のです。

●特に橋梁をはじめとする各種道路付帯構造物の経年劣化が年々増加傾向にあり 、 市民が安心

安全に生活するには、 それらの危険箇所を把握し、 すみやかに修繕工事等を実施するこ と

が重要です。
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これからの展開

道
路
整
備

●道路整備の推進

　 生活道路の安全性及び利便性の向上を図り 、 緊急性、 必要性、 優位性等の検討を行い、 整備

路線を選定し 事業化を図り ます。 昨今、 交付金の交付率は低く 、 整備にあたっては国、 県

と 十分財源調整をし ながら推進します。

●通学路の歩道整備の充実

　 通学路指定の有無、 学校関係者と 通学路合同点検を実施し 、 点検結果に基づき安全性の向上

を目的と し た、 歩道整備の充実を計画的に推進します。

道
路
管
理

●道路維持管理の推進

　 道路舗装に代表さ れる道路構造物の破損は、 即重大事故につながる恐れがあるため、 市職

員のパト ロールだけではなく 市民からの電話やLIN E 通報等を利用し 幅広く 情報を収集し ま

す。 また、 それら を基に破損個所の修繕工事及び定期的な業務委託を発注し 市道等の維持

管理向上を図り ます。

●道路舗装等事業の推進

　 各地区からの様々な要望書を踏まえ、 各種工事を計画的に実施し ます。

●交通安全施設の整備

　 警察、 学校他各種関係機関と 連携し合同パト ロールを実施します。 特に通学路の安全性向上

を最重要事項と し 、 それ以外にも交通事故が頻繁に起こる箇所を情報共有すること により 、

安全性向上を図り ます。

主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

道
路
整
備

道路改良事業
国の補助金を活用した事業展開をしており 、 継続的な整備事業と し

ての取組みを図り ます。

歩道整備事業

歩行者と 車両が分離さ れた安全な歩行区間の確保を目的と し た、 歩

道整備を国の交付金を活用し た取組みを図り ます。

道
路
管
理

道路維持管理事業

道路、 道路付帯構造物等の破損個所の修繕工事、 橋梁等の点検及び

長寿命化計画の作成を行います。 また、 市民からのニーズの高い市

道の草刈り 、 街路樹の剪定、 側溝清掃、 街路灯の修理等をすみやか

に実施し ます。

道路舗装等事業

雨天時の冠水対策とし て道路側溝等の排水整備、 未舗装道路の舗装

新設工事、 橋梁等の長寿命化修繕工事を、 各地区からの要望書を踏

まえ計画的に実施します。

交通安全施設整備事業
特に通学路や事故多発地帯を中心に、区画線の引直し 、カーブミ ラー

や転落防止柵等を整備し 市道の安全性を高めます。

(3 )まちづく り
施策１
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前
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目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

道
路
整
備

道路新設改良事業 ｍ 2 ,8 2 0 3 ,1 3 0

全対延長（ 3 ,2 1 0m ） －施行済

延長（ 3 ,1 3 0m ）

= R8 未整備延長（ 8 0 .0m ）

歩道整備事業 ｍ 1 ,0 9 0 2 ,3 6 5

①市 道 01 1 7 号 線 →（ R4 ～

R7 ） L= 　 6 0 0 ｍ

②市 道 01 2 2 号 線 →（ R3 ～

R4 ） L= 　 1 6 0 ｍ

③市 道 21 9 8 号 線 →（ R4 ～

R6 ） L= 　 5 1 5 ｍ

④市 道 01 3 5 号 線 →（ R3 ～

R7 ）（ 用地買収及び補償）

道
路
管
理

橋梁長寿命化対策 橋 1 7 1 4
橋梁の耐震診断の結果、 早めに

措置が必要な橋梁数の減少

舗装新設 ％ 73 .5 7 4 .5 １ ％の増加を目標

区画線整備 ｍ／年 8 5 0 1 ,2 0 0
年間の区画線整備

85 0 ｍ→ 1 ,2 0 0 ｍ目標
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街・ 道・ 自然が織り なす市域を創る

３ －⑶ 生活に適応した

　 　 　 　 　 公共交通網の再編

地域振興課

建　 設　 課

都市整備課

施策の方向性

　 JR 東金駅、 福俵駅と 求名駅のバリ アフリ ー化や乗り 継ぎ拠点の整備検討などの利便性向上に努める

と と もに、 身近な交通手段である路線バスに加え、 これを補完する循環バスやデマンド タ クシーなど

の二次交通についても、 少子高齢化などの社会状況を見極めた活用し やすい公共交通体系の整備を推

進し ます。

これまでの取組みと現状認識

公
共
交
通
の
再
編

●循環バス（ 市内循環バス福岡路線 / 豊成路線）

路線バスが廃止さ れたこと により 、 公共交通不便地域と なってし まった福岡地区と 市街地、

豊成地区と 市街地をそれぞれ結ぶ循環バスを運行し ています。

福岡路線では１ 運行あたり １ 時間 40 分程度、 豊成路線では１ 運行あたり １ 時間 3 0 分程度

かかっており 、 運行路線の再編が課題です。

●路線バス（ 八街線 上布田経由）

旧国鉄バス 布田線が廃止さ れたこと に伴い、 九十九里鐡道株式会社と 代替運行に関する覚

書を締結し 、 八街線 上布田経由の運行経費に対し 補助金を交付し ています。 し かし 、 利用

者は少ない状況が続いていること から、 運行体系のあり 方を含め協議が必要です。

●デマンド タ クシー（ 東金市乗合タ クシー）

バス停や駅まで向かう こ と が困難な高齢者や障がい者の方の自立し た日常生活や社会生活

を確保するため、 市内全域を対象にデマンド タ クシーを運行し ています。

近隣市町を生活圏と し ている地区の方からは、市外運行を望む声が寄せられています。 また、

予約のキャンセル件数が多いこ と 、 それに比例し て予約不成立が生じ ているこ と が課題と

なっており 、 運行体系のあり 方を含め協議が必要です。

●循環バス ･ 路線バス ･ デマンド タ クシーの再編

路線バスを補完すること も運行の目的の一つである循環バス、 路線バス（ 八街線 上布田経

由）、 デマンド タ クシーについては、 利便性の向上と 持続可能な公共交通を目指し 、 運行路

線や運行地域の再編を視野に検討が必要であると考えています。

また、 第２ 次都市計画マスタ ープランにおいて、 駅を中心と し たコンパク ト なまちづく り

を進めており 、 地域連携拠点と を結ぶ誰もが移動し やすい持続可能な公共交通ネッ ト ワー

クの構築が重要です。
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Ｊ
Ｒ
東
金
線
３
駅
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

● JR 東金駅

すでに駅構内の跨線橋にはエレベータ が設置さ れていますが、 西口と 東口を結ぶ跨線人道

橋にエレベータ を設置する要望が多く 、 建設課、 都市整備課、 地域振興課にて協議を続け

ています。

● JR 求名駅

JR 東日本が所有する跨線橋にエレベータ を設置するこ と について、 JR 東日本千葉支社と

JR 東金線複線化促進協議会（ 構成市町 : 東金市 山武市 大網白里市 九十九里町） と 協議を

続けています。

平成 30 （ 2 0 1 8 ） 年度に基本調査設計を完了し ており 、 当初の計画では、 令和２ 年度に詳

細設計、 令和３ （ 2 0 2 1 ） 年度に設置工事の事業化が計画さ れていまし た。 し かし 、 事業費

が莫大な上に、 令和元年度の度重なる風水害、 令和２ （ 2 0 2 0 ） 年度の新型コロナウイルス

感染症拡大に直面し 、 JR 東日本千葉支社と の検討 ･ 協議は、 事態が終息するまで進められ

ない状況にあり ます。

● JR 福俵駅

ホーム入口のスロープ勾配が強く 、 車椅子での乗り 入れが困難な状況や雨天時の危険性も

あることから、 JR 東日本千葉支社に対し 、 改善の要望を行っています。

交
通
結
節
点
の
機
能
強
化

●少子高齢化の進展や集約型都市構造へ転換する流れの中で、 日常生活の足とし て、 また中心

市街地の都市機能を利用し やすく するネッ ト ワークと し て 、 多様な地域公共交通の重要性

が一層高まり ます。

●今後は従来のバスシステムの拡充や改編なども含め、「 第２ 次東金市総合交通計画」 の評価

も踏まえた上で、 地域公共交通の需要と バランスを考慮し つつ、 時代や地域性に見合った

交通体系への見直し 、 充実を進めることが必要となっています。

●様々な公共交通やその他の交通手段と の乗り 継ぎ拠点の整備を総合的に検討し ていきます。

これからの展開

公
共
交
通
の
再
編

●第３ 次東金市総合交通計画の策定

東金市地域公共交通会議にて第３ 次東金市総合交通計画を策定します。

●循環バス運行路線の再編

第３ 次東金市総合交通計画を基に東金市地域公共交通会議及び福岡地区循環バス推進委員

会並びに豊成地区循環バス推進委員会と協議を進めます。

●路線バス（ 八街線 上布田経由）、 デマンド タ クシーの再編

第３ 次東金市総合交通計画を基に東金市地域公共交通会議にて協議を進めます。

Ｊ
Ｒ
東
金
線
３
駅
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

● JR 東日本千葉支社と JR 東金線複線化促進協議会との協議

JR 求名駅跨線橋に設置予定のエレベータ 及び JR 福俵駅ホーム入口のスロープの改善につ

いては、 協議を継続し 、 実現に努めます。

●建設課、 都市整備課、 地域振興課との協議

JR 東金駅跨線人道橋は、 JR 東金駅の東西を結ぶ重要な施設であり、 今後と も適正な維持管

理を行う と と もに、 利便性の向上に資する検討 ･ 協議を継続し ます。

交
通
結
節
点

の
機
能
強
化

●乗り 継ぎ拠点の整備検討

市街地における交通結節点の機能強化を推進するため、 機能強化に向けた考え方や推進方

策など、 乗り 継ぎ拠点の整備に向けた検討を進めます。
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主要事業 ・ ・ 第４ 章「 と う がね 10 年の経営重点戦略」 に位置付けられた事業

・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

・ ・ 新規事業

事業名 事業概要

公
共
交
通
の
再
編

総合交通計画推進事業
第３ 次東金市総合交通計画の策定をし ます。

デマンド タ クシー運行

事業

高齢者や障がい者の自立した日常生活や社会生活を維持、 改善する

ため、 デマンド タ クシーを運行し ています。

バス路線確保対策事業

公共交通不便地域の解消等を図るため、 市街地と 福岡地区・ 豊成地

区を結ぶ市内循環バスを運行しています。

路線バス（ 八街線 上布田経由） に対し 補助金を交付し ています。

Ｊ
Ｒ
東
金
線
３
駅
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化

JR 東金線バリ アフリ ー化

事業

JR 東金駅西口と 東口を結ぶ跨線人道橋の耐震化及び利便性向上の

ため、 エレベータ の設置を建設課、 都市整備課、 地域振興課にて検

討します。

バリ アフリ ー法の対象と なる JR 求名駅にエレベータ を設置するた

め、 JR 東日本千葉支社と JR 東金線複線化促進協議会にて協議を継

続します。

JR 福俵駅のホーム入口の勾配の緩和について JR 東日本千葉支社へ

の要望を継続します。

交
通
結
節
点

の
機
能
強
化

乗り 継ぎ拠点整備事業

様々な交通手段の乗り 継ぎ拠点の整備に向けた協議 ･ 検討を行い、

庁内組織づく り や、 事業者などと の調整、 事業実施の可能性に向け

た調査を実施していきます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

公
共
交
通
の
再
編

市内循環バス福岡路線年

間利用者数
人

9 ,1 6 1

（ R1 ）
1 0 ,9 9 4

九十九里鐡道㈱の統計

20％増加を目標

市内循環バス豊成路線年

間利用者数
人

6 ,3 2 8

（ R1 ）
7 ,5 9 4

九十九里鐡道㈱の統計

20％増加を目標

東金市乗合タ ク シー年間

利用者数
人

12 ,2 2 5

（ R1 ）
1 4 ,6 7 0

地域振興課の統計

20％増加を目標

(3 )まちづく り
施策１

(3)まちづく り
施策１

(3)まちづく り
施策１

(3)まちづく り
施策１ ・
(5)きずなづく り
施策２
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街・ 道・ 自然が織り なす市域を創る

３ －⑸ 住環境の整備と

　 　 　 　 　 生活環境への配慮

都市整備課

環境保全課

施策の方向性

　 安心し て住み続けられるまちづく り のため、 良好な住宅地の形成や住宅耐震化などの住宅支援策の

推進、 公営住宅の適正な管理を行う と と もに、 空き家などの有効活用を推進します。

　 市民、 事業者、 行政の３ 者が協力し 、 公害防止や環境汚染への対応のほか、 地球温暖化対策の推進

と 循環型社会の構築を目指し ます。

これまでの取組みと現状認識

住
宅
環
境
対
策

●居住環境の向上と 住宅産業の活性化を図るため住宅リ フォーム補助制度や移住定住促進に向

けた新築住宅取得補助制度を行ってきまし た。 現在、 国では「 いいも のを作って、 きちん

と 手入れし て、 長く 使う 」 社会への移行を目指し、 中古住宅・ リ フ ォーム市場環境の整備

に向けた、 事業者及び所有者向けへの意識の啓発をし ています。 市内世帯の約７ 割が持ち

家に居住し ている現状から、 少子高齢化に向けた既存住宅スト ッ クの有効活用が重要になっ

てきます。

●地震は発生までの時間が限られていること から、 効果的かつ効率的に建築物の耐震改修等を

実施することが重要です。

●本市では、 東金市耐震改修促進計画に基づき県と 相互に連携を図り ながら、 耐震化を促進す

るための施策を総合的に推進し 、 市民等に耐震診断及び耐震改修等の必要性に関する啓発

などを積極的に行い、 耐震化に関する意識の醸成及び建築物の安全性の向上を図り、 地震

による建築物の被害を最小限に留め、 市民等の安全を確保していきます。

●し かし 、 所有者の高齢化、 後継ぎ問題、 築年数の関係から建て替えた方が効率的などの様々

な要因で耐震化が容易に進まない状況です。

●国では、大規模盛土造成地の宅地の安全性を「 見える化」 するために「 大規模盛土造成地マッ

プ」 を作成し公表し ています。 このマッ プで、 市内の 42 箇所が大規模盛土造成地と 位置付

けられたことから、 事前対策を図るための調査を行う 必要が生じています。

公
営
住
宅

●公営住宅は、 住宅に困窮する低額所得者に対し て低廉な家賃での供給が図られてきまし た。

し かし 、 近年では公営住宅の応募者数は年々減少する傾向にあり、 入居者数も減少し てい

ます。

●本市では、 市営住宅が老朽化してきており 耐用年限を超えているものもあるなど、 今後も東

金市公共施設等総合管理計画（ 個別施設計画） に基づき詳細な検討が必要です。

●また、 市営住宅と は別に市内に２ 箇所の県営住宅があり 、 これらの団地についても廃止の方

針が打ち出されています。

空
家
対
策

●近年、 人口減少などにより 、 全国的に空家等が増加し ており 、 特に適正な管理をし ていない

空家等は防災、 衛生、 景観等の面から生活環境に悪影響を及ぼし ているこ と から 、「 空家等

対策の推進に関する特別措置法」 が平成 27 年５ 月に全面施行さ れまし た。
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空
家
対
策

●市では、 法に基づき、 空家問題に対する施策を総合的かつ計画的に推進すること と し 、 平成

30 年 2 月に「 東金市空家等対策計画」 を策定しました。

●市内における空家等の実態を把握し 、 維持管理に必要な情報を整理し 、 効果的な対策の実施

を図るため、 平成 28 年度に東金市空家等実態調査を実施し、 それ以降の実態把握により 、

空家候補建物 95 0 件（ う ち管理不全で倒壊の恐れのある空家候補建物 21 件） が判明し ま

し た。

生
活
環
境

●世界的な環境問題である地球温暖化を背景に、 脱炭素・ 循環・ 自然共生を基本と し た持続可

能な社会の形成に向けた取組みを進めていく ことが求められています。

●本市では、 地球温暖化対策と して、 再生可能エネルギーの導入推進を図るため住宅用の太陽

光発電システム及び定置用リ チウム蓄電システムの設置者に対し補助金を交付しています。

　 また、 ごみの減量化、 廃棄物のリ サイクルと し て、 資源ごみ回収を行う 市民団体への奨励金

交付や、 リ サイクル倉庫を設置し 、 紙類・ 布類の回収による資源回収推進や、 リ サイク ル

用品使用促進と し てリ サイクル掲示板の運用等の取組みを行い、 ごみの減量化や循環型社

会の形成、 延いては地球温暖化への対策につなげており ます。

●課題と し て地球温暖化対策は、 市民及び事業者一人ひと り が環境問題に対する意識を高め、

継続的な取組みが必要と なり ます。 そのため、 国の温室効果ガス排出量の実質ゼロ表明に

よる動向を注視し つつ温室効果ガス排出量の削減・ 抑制するための補助制度等の利用を推

進すると と もに、 環境に配慮し た製品の購入や行動等を行う よう に環境意識の啓発を定期

的に行っていく 必要があり ます。

公
害
対
策

●公害防止への対応では、 東金市環境保全条例により 公害防止のための事業者や市民が努めな

ければならないこ と を定めるほか、 騒音や振動の対応と し て特定施設、 特定建設作業及び

特定作業などの届出、 規制対象や規制基準を定めています。 また、 自動車騒音の測定、 ア

イド リ ングスト ッ プの義務化の周知を行っています。

●環境汚染への対応では、 不法投棄防止や放射線測定などに取り 組んでいます。 不法投棄防止

対策と し ては、 不法投棄監視員や市職員によるパト ロール、 不法投棄防止看板や監視カメ

ラの設置を行い、 放射線測定については市の「 対応方針」 により 、 小学校や幼稚園などを

測定し ています。

●典型７ 公害（ 騒音、 振動、 悪臭、 大気汚染、 水質の汚濁、 土壌の汚染、 地盤の沈下） につい

て、 法令及び条例に基づき当該公害における指導を行っています。 公害防止への課題では、

特に大気汚染における野焼きについて、 本市の住環境の特性と し て都市部と 農村部が共存

し ているこ と により 、 農村部からの農地での野焼き（ 草や枝の伐採後の野焼き ） による煙

が原因で都市部より 苦情が多数寄せられ、 野焼き行為者への指導を行っています。

●環境汚染への課題とし て、 経年的に不法投棄の件数は減少傾向にあり ますが、 依然と して道

路や河川等へ生活ごみや廃棄物の不法投棄は後を絶たず生活環境及びまちの景観に悪影響

を及ぼしているため、 より 一層の対策が必要と なっています。
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計
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これからの展開

住
宅
環
境
対
策

●良好な住宅環境の形成に向けた対策推進

生活のベースと なる住宅について、 国や県が推奨する住宅施策の方向性も 見ながら、 既存

住宅の長寿命化、複数世帯の同居、災害に強い家づく り など市民が求める情報を的確に捉え、

良好な住宅環境の形成に向けた情報発信を継続し 、 住宅対策の取組みを促していきます。

●既存住宅の耐震化の促進

耐震診断や耐震改修の補助事業を継続的に実施し、 また、 千葉県及び建築関係団体等の協

力を得ながら、 建築士等による耐震相談会を実施し、 建築物の所有者等の耐震化に関する

意識の啓発、 知識の普及を図り ます。

●災害に備える環境整備

大規模盛土造成地の安全性評価を行い、 大地震時に活動崩落等の被害が生じ るおそれのあ

る大規模盛土造成地の位置や規模の把握と 情報提供等を行い、 必要な事前対策を図り ます。

公
営
住
宅

●中長期の需要の見通し を踏まえた適正な供給戸数の確保

今後は市営住宅の需要が縮小し ていく ものと 見込まれますが、 市営住宅を必要と する方に

必要な支援を適切に行う ため、 千葉県とも連携を図り つつ、 適正な供給戸数を確保します。

●借上げ民間賃貸住宅の主体的な活用

バリ アフリ ー化や風呂釜の設置、 ファ ミ リ ータ イプ住宅と 単身入居者のミ スマッ チ等の早

期解消のため、民間賃貸住宅の借上げ制度を導入し 、当該住宅を東金駅周辺市街地で供給し 、

これらを主体的に活用していく こと により 需要の増減に柔軟に対応していきます。

●老朽化した既存団地の廃止や修繕等への対応

市営住宅の需要が今後も縮小し ていく ものと 見込まれること に加え 、 耐用年限が残ってい

る団地にも空き室が見られるこ と から、 老朽化し た団地は入居募集を停止し、 政策空き家

と し て位置付け、 退去時の修繕負担を緩和するこ と と し ます。 また、 耐用年限が残ってい

る団地についても事後保全により 維持管理し 、 入居者ニーズと 施設の現状をコスト 意識も

踏まえながら検討し ていきます。

空
家
対
策

●発生抑制・ 予防

建物管理は、 所有者等に第一義的な責任があるこ と を前提に、 所有者意識の向上を図り 、

空き家の発生を抑制・ 予防します。

●活用・ 市場流通の促進

空き家を適切に維持管理するこ と の必要性を周知し 、 所有者等からの相談等に対応するこ

と により 、 空き家の活用や市場流通の活発化が図れるよう 支援します。

●管理不全の解消

市民や地域からの情報提供・ 相談などを通じ て、 所有者等を調査し 、 適正管理に向けた注

意喚起を図ると と もに、 各種問題に関する相談窓口などの情報提供を行います。
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生
活
環
境

●環境に関する市民啓発の推進

地球温暖化対策・ ごみの減量化及び循環型社会、 令和 10 年運用開始予定の新ごみ処理施設

など、 ホームページや広報と う がねにて環境に関する情報を継続し て啓発し、 市民の環境

意識の一層の向上を目指し ます。

●ごみ減量化・ リ サイクル推進事業の推進

リ サイク ル倉庫、 資源ごみ回収運動奨励金による紙類・ 布類の資源回収や、 生ごみ堆肥化

装置購入者への補助金を交付し 、 市民のリ サイクル意識の向上及びごみの減量化を推進し

ます。

公
害
対
策

●公害防止対策の促進

工場や事業場等からの騒音・ 振動・ 悪臭等を抑制するため事業者へ指導を徹底すると と もに、

公害苦情については法令や条例等に基づき改善を促進し ます。

また、 自動車の排出ガス及び騒音に対し て、 アイ ド リ ングスト ッ プの普及や自動車騒音の

状況を継続的に測定し て道路交通騒音の把握や改善に努めます。

●不法投棄防止対策の推進

不法投棄を防止するため、 不法投棄が繰り 返さ れる場合には不法投棄防止看板や監視カメ

ラの設置を図ると と もに、 不法投棄監視員及び市職員による監視パト ロールに努めます。

また、 公有地の適正な保全管理と 公衆衛生の向上を図るため、 不法投棄物を発見し た場合

は調査及び回収に努めます。

主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

住
宅
環
境
対
策

住宅環境啓発事業

少子高齢化や、 自然災害、 感染症などの社会情勢の変化に対応し な

がら、 豊かな住生活を目指すため、 住まい方や暮らし 方などの住宅

環境に関する啓発普及活動と と もに、 必要と なる具体的な施策の検

討を行います。

耐震診断補助事業 木造住宅の耐震診断費の一部を補助し ます。

耐震改修補助事業

耐震診断により 耐震改修工事が必要と 判断さ れた木造住宅につい

て、 耐震改修に係る設計費、 工事監理費及び工事費の一部を補助し

ます。

耐震化啓発事業

千葉県及び建築関係団体等の協力を得ながら、 建築士等による耐震

相談会を実施し 、 建築物の所有者等の耐震化に関する意識の啓発、

知識の普及を図り ます。

宅地耐震化事業

大規模盛土造成地のう ち、 活動崩落により 家屋や道路などに影響を

及ぼすおそれのある 2 3 箇所について、 二次スクリ ーニング計画を

作成（ 計画準備・ 資料収集、 基礎資料整理、 現地踏査、 優先度評価、

宅地カルテ作成等） し 、二次スクリ ーニング計画の調査結果により 、

必要と なる箇所の安全性評価を実施し ます。
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公
営
住
宅

市営住宅維持管理事業
市営住宅を良好な環境に維持するため、 設備機器の維持管理委託、

小破修理や修繕工事を行います。

市営住宅整備事業

家徳、 丘山、 谷及び福俵団地については、 必要な改修・ 修繕を実施

し ながら、 入居者の退去後に廃止、 除却し ます。

広瀬団地については、 設備定期点検結果と 施設全体の劣化等をもと

に事後保全により 維持管理し ます。

借上げ民間賃貸住宅事業
既存の老朽化施設を廃止し 、 民間賃貸住宅を借上げて適正な市営住

宅の供給戸数を管理し ます。

県営住宅事務事業
県営の道庭及び求名団地の用地を引き続き借り 上げ、 千葉県に転貸

し 、 適正な供給戸数を確保するよう 働きかけます。

空
家
対
策

空家等対策事業

空家等対策の推進に関する特別措置法及び東金市空家等対策計画に

基づき、 空家等データ ベースを活用し 、 適切な管理が行われていな

い空家等から地域住民の生活環境の保全を図り 、 併せて空家等の活

用を促進させる空家等対策を実施します。

生
活
環
境

ごみ減量化・ リ サイクル

推進事業

ごみ減量化・ リ サイクル推進のために資源回収を行う 登録団体に対

する奨励金の交付、生ごみ堆肥化装置の購入に対する補助金の交付、

市役所ロビーにリ サイクル情報の掲示、 廃棄物減量等推進審議会の

運営、 リ サイクル倉庫による資源ごみの回収、 廃食用油の回収を行

い、 ごみ減量化・ リ サイクルを推進し ます。

住宅用省エネルギー設備

導入促進事業

住宅用省エネルギー設備設置者に対し 補助金を交付し 、 地球温暖化

の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入を促進し ます。

環境啓発事業

国・ 県の施策や、 令和３ 年度策定予定の環境基本計画を踏まえ、 地

球温暖化対策やプラスチッ クごみ削減に向けた調査研究等、 環境意

識の啓発を市民や事業者に定期的に行っていきます。

公
害
対
策

公害対策事業

騒音、 振動、 悪臭、 大気汚染、 水質の汚濁、 土壌の汚染、 地盤の沈

下などの公害問題について、 関係機関と協力して法令及び条例に基

づき指導に努めます。

不法投棄防止事業

監視カメ ラ及び看板等の設置並びに不法投棄監視員及び市職員によ

る市内全域の監視パト ロールを実施し 、 不法投棄の防止を図ると と

もに不法投棄された廃棄物の調査及び回収に努めます。

(3 )まちづく り
施策４
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目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

住
宅
環
境
対
策

住宅耐震化率 ％ 92 .4 9 5 .0
住宅・ 土地統計調査を基にし た

推計値

大規模盛土造成地の二次

スク リ ーニング計画調査

対象箇所の安全性評価

箇所 0 2 3 .0

二次スクリ ーニング計画により

順位付けられた、 調査対象箇所

の安全性評価を実施

公
営

住
宅

公営住宅供給戸数 戸 17 3 1 6 4 毎年の住宅供給戸数の確認

除却予定市営住宅残数 棟 1 5 7 除却予定住宅残数－除却住宅数

空
家
対
策

空家候補建物数 件 95 0 現状維持
市民からの空家情報をシステム

に反映

管理不全の特定空家候補

建物数
件 2 1 1 5

毎年現況調査を実施し 、 除却の

有無を確認

生
活
環
境

一人一日当たり のごみ排

出量

【 家庭系ごみ】

ｇ
6 6 2

（ H3 0 ）
5 0 0

千葉県一般廃棄物処理事業の概要

ごみ処理基本計画策定指針（ 平

成 2 8 年９ 月策定） の目標値

リ サイク ル倉庫による資

源回収量
ｔ

5 7 2

（ R1 ）
5 8 0

環境保全課調査

新聞・ 雑誌のペーパーレス化が

進み回収量は減少傾向だが、 雑

がみ回収等のリ サイクルを推進

し 現状維持を目標

公
害
対
策

公害苦情件数 件
6 6

（ H3 0 ）
5 9

公害等苦情処理簿にて件数を管理

平成 26 年度から 平成 30 年度

までの増減率の平均（ 9 0％）

不法投棄物の回収件数 件
1 1 6

（ H3 0 ）
9 2

不法投棄集計簿にて件数を管理

平成 26 年度から 平成 30 年度

までの増減率の平均（ 8 0％）
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安心で健やかな暮らしを創る

４ －⑵ 医療体制の充実

医療センター推進課

健康増進課

施策の方向性

　 医療ニーズの多様化・ 高度化に対応すべく 、 三次救急医療機関「 東千葉メ ディ カルセンタ ー」 の機

能充実、 経営安定化と 、 広域的連携による地域医療体制の充実を図り ます。

　 また、 市民生活に重大な脅威と なり 得る新たな感染症などに対し ても、 迅速に体制を整え関係機関

と と もに適切な対策を行います。

これまでの取組みと現状認識

東
千
葉
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

●山武長生夷隅保健医療圏内からの救急搬送患者（ 救急車によるもの） の受入者数については、

増加し てきています。

●山武郡における管外搬送率（ 月平均） については、 東千葉メ ディ カルセンターの開院（ 平成

26 年４ 月１ 日） 以降、 減少しています。

●東千葉メ ディ カルセンタ ーについては、 平成 28 年度に予定し ていたフルオープンを延期し

たこ と や、 救急医療をはじ めと する経営的には困難な政策医療の分野の医療を提供し てい

ること などから 、 平成 26 年４ 月の開院以降、 厳しい経営を強いられており 、 経営改善に向

けた取組みを進めると と もに、 平成 30 年度には千葉県からの 30 億円の追加財政支援が措

置されまし たが、 赤字体質からの脱却には至っていません。

●現行の計画では、 許可病床である 31 4 床全ての稼働によるフルオープンを令和７ 年度中と

見込むと と もに、 同年度における黒字化を目指し ており ますが、 現状の経営状況から、 こ

の実現は非常に厳し いものと捉えています。

感
染
症
対
策

●令和２ 年度において新型コロナウイルス感染症は世界的な流行と なっており 、 国内において

も緊急事態宣言が発令さ れるなど収束が見通せない状況です。 本市においても新型コロナ

ウイルス感染症対策本部を立ち上げ、 公共施設の非接触化の促進や各種給付事業の実施な

どの感染症対策に迅速に取り 組むと と もに、 新し い生活様式の実践などにより 感染者を抑

える取組みを行っています。

●平成 30 年７ 月下旬から関東地方を中心に風しんの患者数が大幅に増えており、 妊娠初期の

女性がかかると 、 出生児に先天性心疾患や難聴、 白内障などを引き起こ す「 先天性風し ん

症候群」 と いう 病気にかかる可能性が高く なり ます。 予防のためには、 予防接種が最も有

効な予防方法と いわれており ます。

●本市では、 小児への風しんの定期予防接種と して一般的な麻し ん風し ん混合ワクチンの予防

接種を行っており 、 この予防注射の接種率の向上を目指し ます。
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これからの展開

東
千
葉
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

●東千葉メ ディ カルセンターの機能の充実、 経営の安定化

　 山武長生夷隅保健医療圏において唯一の救命救急センターを擁し た、 地域の中核病院とし て

の役割を将来にわたり 果たし ていく こ と ができるよう 、 地方独立行政法人東金九十九里地

域医療センタ ーと 一体と なって、 引き続き医療機関と し ての機能の強化に努めると と もに、

経営の安定化に向けた経営改善等に係る取組みを進めます。

●看護師確保に向けた地域における看護師の養成及び定着化

　 本市及び九十九里町が設立し た、 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センタ ーが運営す

る東千葉メ ディ カルセンタ ーにおける看護師の確保と 、 地域における看護師の育成や定着

を図るこ と を目的に、 市内の看護学校等に在籍する学生で、 卒業後にメ ディ カルセンタ ー

において看護師とし て従事しよう と する方に対して修学資金等の貸付けを行います。

●広域的連携による地域医療体制の充実

　 地域医療体制の充実に向け、 地域の中核病院である東千葉メ ディ カルセンターを中心と し た

医療連携、 また関係医療機関の機能に応じ た機能分化の取組みを推進し ます。

感
染
症
対
策

●予防接種の接種率の向上

　 医師会との連携のもと 、 各医療機関の協力を得ながら予防接種の接種事業を推進し 、 感染症

予防のために子どもや高齢者等のハイリ スクな方々のために各種定期予防接種の接種率向

上に努めます。

●新たな感染症対策

　 新型コロナウイルス感染症やその他の新たな脅威となる感染症が発生した場合、 総合的な対

策を推進するため、 市長を本部長と する「 感染症対策本部」 を設置し ます。 国・ 県と 緊密

に連携し 、 感染症に係る各種情報を迅速かつ正確に市民の皆さ まにお知らせすると と もに

適時適切な対策に努めます。

主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

東
千
葉
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

医療センター推進事業

東千葉メ ディ カルセンタ ーを運営する地方独立行政法人東金九十九

里地域医療センタ ーに対し 、 地方独立行政法人法に規定さ れている

設立団体による負担（ 運営費負担金の支出） をすると と もに、 東千

葉メ ディ カルセンタ ーにおける施設整備等に係る経費の財源と し

て、設立団体において地方債（ 病院事業債） を発行し 、貸し 付けます。

東千葉メ ディ カルセンタ ーの医療機関とし ての機能や地域における

役割等に係る目標から成る同法人の中期目標（ ４ 年間） を策定し ま

す。

設立団体が定めた法人の中期目標の達成に向けて法人において策定

する中期計画（ ４ 年間） に対する実績等について評価を行います。

看護師確保事業

市内の看護師養成学校等の在籍学生のう ち、 地方独立行政法人東金

九十九里地域医療センタ ーが運営する東千葉メ ディ カルセンターに

看護師と して従事しよう とする方へ修学金等を貸し付けます。

感
染
症
対
策

予防接種事業

生後３ か月までに百日せきの、 麻し んでは生後 12 か月で母親から

引き継いだ免疫が自然に失われるため、 予防接種により 病気にかか

ること の予防や社会に病気がまん延すること を防止し ます。

(4 )し ごと づく り
施策４

(4)し ごと づく り
施策４ ・
(5)きずなづく り
施策１
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目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

東
千
葉
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー

保健・ 医療の充実に対す

る市民の満足度
点 0 .0 4 ＞ 0

市民アンケート 調査。

現況値は、 令和元年度に実施し

た市民アン ケート （ 第 23 回）

の類似設問「 保健・ 医療の充実」

に対する市民の評価点（ 満足度）

目標値は、 満足側（ 中間点であ

る 0 点を超える） の評価点（ 満

足度）

開設病床数 床 2 7 6 3 1 4 地方独立行政法人決算状況調査

看護師確保数 人 2 0 2 0

東千葉メ ディ カルセンタ ーにお

いて新たに看護師と し て従事す

る方のう ち、 市からの修学資金

の貸付けを受けている方の人数

感
染
症
対
策

麻し ん風し ん混合ワク チ

ン予防接種の接種率
％ 92 .8 9 5 .0

予防接種をう ける対象者と 接種

し た者の割合
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安心で健やかな暮らしを創る

４ －⑶ 地域福祉の推進と

　 　 　 　 　 社会保障制度の充実

社会福祉課

高齢者支援課

国保年金課

健康増進課

施策の方向性

　 市民一人ひと り が地域で支え合い、 生き生きと 暮らせるよう 社会福祉協議会などの関係機関と連携

し 、 地域福祉活動を推進します。

　 また、 全ての人が健康で文化的な暮らし を営めるよう 、 社会保障制度の適正な運用と周知に努める

と と もに、 各種制度が安定的に運営できる対策を図り ます。

これまでの取組みと現状認識

地
域
福
祉

●少子・ 高齢化の進展と と もに、 単身世帯の増加が見られ、 これに伴う 生活様式の変化や、 地

域社会のつながり の希薄化が進むこ と で孤独死やひきこもり 等の社会的孤立、 或いは経済

的困窮や虐待の潜在化が懸念さ れます。 このよう な多種多様な諸問題に対し、 自助・ 共助・

公助のもと 、 特に “共助 ”と し ての地域福祉を推進し幅広い支援体制で対応する必要があり

ます。

介
護
保
険

●令和 22 年に、 高齢人口がピークを迎え、 介護ニーズの高い８ ５ 歳以上人口の急速な増加が

見込まれ、 介護サービス需要がさらに増加・ 多様化することが想定されています。

●介護保険サービスの利用件数は年々増加し ており 、 それに伴い提供できるサービスの量だけ

でなく 、 事業者やケアマネジャーの資質などの向上が求められています。

●本市では、 円滑な事業の実施及び適切なサービス提供体制の整備を図ると と もに医療・ 介護

連携の推進や、 自立支援・ 重度化防止に向けた取り 組みを実施してきまし た。

●平成 30 年度から令和２ 年度までを計画期間と する第 7 期介護保険事業計画においては、 介

護保険施設への入所待機者の解消や在宅医療等の追加的需要及び介護離職ゼロへの対応分

と して、 介護老人福祉施設とグループホームの施設整備が行われまし た。

●介護が必要な方が、 住み慣れた地域で自分らし く 、 安心し て生活を続けるため、 高齢者の多

様なニーズを踏まえて、 在宅サービスと 施設・ 居住系サービスのバランスの取れた基盤整

備が重要です。

●介護を必要と する人だけでなく 、 その家族への支援を行い在宅介護の充実が求められます。

国
民
健
康

保
険

●財政運営健全化のため、 国保税の収納強化に努めると と もに、 医療費抑制のため効率的・ 効

果的な保健事業を実施しています。

後
期
高
齢

者
医
療

●千葉県後期高齢者医療広域連合と 連携し 、 できるだけ高齢者が長く 健康で文化的な生活を営

めるよう 、「 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」 に取り 組む必要があり ます。
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これからの展開

地
域
福
祉

●民生児童委員活動の支援

　 地域住民が生活する上での心配ごとや不安の解決・ 解消や地域福祉の向上に向け、 民生児童

委員が実施する相談業務や福祉活動を支援します。

●社会福祉協議会活動の支援

　 社会福祉協議会は、 地域福祉の推進を図る上で重要な役割を担っており 、 また、 高齢者・ 障

がい分野における市の福祉事業・ 福祉施設の委託事業も 担っ ているため、 その活動を支援

し ます。

●生活困窮者自立支援

　 生活保護に至る前の段階の、 自立支援策の強化を図るため、「 生活困窮者自立支援法」 に基

づき、 生活困窮者に対し 、 自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給を行います。

介
護
保
険

●介護等給付サービスの充実

　 要支援・ 要介護認定者に対し 、 介護保険法及び制度に基づく 介護保険サービスの提供を行い

ます。 また、 サービスの提供にあたっては、 本市及び地域の実情に適切なものと なるよう

努め、 不足するサービスについては、 広域でのサービス提供等、 国県と 連携し た体制の整

備を図り ます。

●介護サービス人材の育成と 資質向上

　 地域のケアマネジャーを対象と し た研修会などを定期的に実施し 、 従事者の技術等を高め、

サービスの質の向上を促し ます。 また、 サービス従事者のスキルアッ プに向け、 事業者に

おける自主的な研修機会によるレベルアッ プを促し ます。

●介護保険制度のより よい運営

　 介護保険事業の円滑な実施及びサービス提供体制の整備等については、 介護保険法及び介護

保険指針において、 保険者の責任によってその実施に努めます。

国
民
健
康

保
険

●国民健康保険

　 被保険者の高齢化、 医療の高度化により 医療費は増加傾向にあるため、 医療費抑制のため保

健事業をはじめと し た医療費の適正化に取り 組んでいきます。

後
期
高
齢

者
医
療

●後期高齢者医療

　 資格管理、 給付に関する事務及び、 保険料賦課、 徴収に関する事務を適正に行います。

主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

・ ・ 新規事業

事業名 事業概要

地
域
福
祉

民生児童委員活動推進事

業

住民の福祉の増進を図るため相談・ 助言その他の援助や関係行政機

関への協力等を行っています。 民生児童委員の組織体である、 民生

児童委員協議会に対し 、 会議費・ 研修費等と して補助金を交付する

ことで行政では行き届かない身近な相談相手、 見守り 役と しての活

動を支援します。

社会福祉協議会推進事業

住民参加や協働による福祉活動の支援、 福祉コミ ュニティ づく り や

福祉サービス利用者等のサービス利用の援助、 地域での生活支援に

向けた相談・ 支援活動、 情報提供・ 連絡調整を展開し 、 地域福祉推

進の中核的な役割を果たす活動を支援します。
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生活困窮者自立支援事業

自立相談支援事業 …生活困窮者に対し 、 就労の支援その他自立に

関する問題等の相談に応じた必要な情報の提供及び助言等を行いま

す。

住居確保給付金の支給 … 離職等により 、 住居喪失者又は住居喪失

のおそれのある者に対し 、 常用就職を目指し た求職活動を行う こと

等を要件と し て家賃相当額を３ ケ月（ 最長９ ケ月） 給付し ます。

介
護
保
険

介護保険給付事業

介護サービス利用に対し 保険給付を行う と と もに、 給付状況を把握

し 、 適正な給付を管理し ます。

介護予防・ 生活支援サー

ビス事業

高齢者ができるだけ要介護状態にならず、 万が一、 支援が必要な状

態になっても重度化し ないよう 、 従前相当のサービスに加え、 住民

ボランティ ア団体などの多様な主体も参加し 、 介護予防・ 日常生活

支援総合事業を実施し ます。

介護給付適正化事業
介護給付費通知の発送、 住宅改修の確認、 国保連合会からの縦覧点

検等の実施を行います。

国
民
健
康
保
険

国保保険給付事業

法令等に規定されている療養給付費、 療養費、 高額療養費、 高額介

護合算療養費、 移送費、 出産育児一時金及び葬祭費の支給を行いま

す。

保健事業

国保被保険者の健康保持増進、 国保事業の健全運営に資するための

事業（ 短期人間ド ッ ク助成事業、 医療費通知、 健康マイレージ事業

等） を行います。

医療費適正化事業

国民健康保険における医療費適正化を図るための事務（ 会計年度任

用職員によるレセプト の二次点検、 第三者行為関連事務等） を行い

ます。

後
期
高
齢

者
医
療

高齢者の保健事業と 介護

予防の一体的な実施

企画・ 調整などを担当と する医療専門職（ 保健師等） を配置し 、 高

齢者に対する個別的支援や通いの場等への積極的なアプローチを進

めます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

介
護
保
険

介護サービス施設 箇所 1 9 2 1

介護保険施設、グループホーム、

（ 看護） 小規模多機能型居宅介

護サービス施設の箇所数

総 合 事 業 サ ー ビ ス Ａ 、

サービスＢの担い手数
人 2 2 5 0

サービスＡ 又はサービスＢにボ

ランティ ア団体で従事する担い

手の数

ケアプラン点検数 件 1 3 0 3 0 0

居宅介護支援事業者が作成する

ケアプランが適正かどう かを点

検

(4 )し ごと づく り
施策４
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安心で健やかな暮らしを創る

４ －⑹ 自然災害や犯罪などへの対策

消防防災課

施策の方向性

　 大規模な風水害への対応や、 地震災害の被害を最小限にするため、 市と 関係機関、 市民・ 地域が一

体と なった総合的な防災体制の確立を図り ます。

　 また、 警察や防犯組合、 交通安全協会などの関係機関や、 自治会や防犯パト ロール隊などの地域団

体と 連携した地域ぐるみの防犯・ 交通安全体制の整備を推進します。

これまでの取組みと現状認識

消
防
・
防
災

●火災の防止には日常の火災予防が効果的ですが、 消防団では、 春と秋の火災予防週間に防火

パレード と 警邏を実施し まし た。 また、 年末にも 特別警邏を実施し、 市民の防火意識の高

揚を図り ました。

●減少傾向にある消防団員確保のため、 平成 30 年度からは機能別団員の採用に続き、 学生消

防団員の募集を開始し まし た。

●災害時に避難者が安心して避難できるよう 、 避難所での備品や食料等備蓄品について、 計画

的に確保する必要があり ます。

●自主防災組織の設立を推進するため、 補助金の交付の他、 自発的な活動を推進するため、 運

営や訓練に対する助言・ 講師派遣・ 物品貸与を実施しています。

●防災意識の向上・ 啓発のため、 洪水ハザード マッ プや防災ガイド ブッ ク等の防災情報につい

て、 市民へ周知しています。 また、 年に１ 回、 市主催の防災イベント を開催し ています。

●防災行政無線デジタ ル化に伴い、 より 確実に、 かつ多種多様な情報伝達方法（ メ ール・

SN S・ スマート フォン用アプリ 等） を構築しており 、 市民に対し 、 積極的な活用を推進する

ため、 周知に努める必要があり ます。

●災害対策基本法に基づき、 災害時に支援を必要と する人の情報を名簿化し 、 災害時に区や警

察・ 消防と いった支援者に提供できるよう システムを整備しています。

防
犯
・
交
通
安
全

●日頃から地域の防犯パト ロールを実施し 、 併せて防犯カメ ラの設置等により 地域の防犯力の

向上を推進しています。

●高齢者が被害者と なった犯罪被害数は減少傾向にあり ますが、 件数に占める高齢者の割合は

増加し ており 、 特殊詐欺、 悪質商法、 ひったく り 、 暴力事案から高齢者を守る対策は喫緊

の課題となっています。

●近年はキャッ シュカード 詐欺盗や資産状況を電話で聞き出したう えで強盗に及ぶ犯行が増加

し 、 詐欺の手口は常に変化し ています。 また、 今後サイバー犯罪の件数が高い水準で推移

すること が見込まれます。 金融機関を装ったフ ィ ッ シング詐欺やＳ Ｎ Ｓ に起因する事犯へ

の対応が必要です。

●高齢者が関係する交通事故は依然とし て多く 発生しており 、 交通事故に遭わないための取組

みと起こさ せないための取組みが必要です。

●自転車の安全利用対策は、 自転車運転者が被害者となるこ とを防止する対策を中心に展開し

てきまし た。 し かし 自転車が加害者と なる事故が多く 発生し 社会問題と なっているこ と か

ら両面での取組みが必要です。
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防
犯
・

交
通
安
全

●道路交通安全について交通事故を未然に防ぐため、 高齢者・ 障がい者・ 子どもの安全確保、

歩行者・ 自転車の安全確保、 また生活道路・ 幹線道路における安全対策を重点的に推進し 、

地域が一体となって交通安全対策に取り 組む必要があり ます。

これからの展開

消
防
・
防
災

●火災予防の啓発事業

市民の防火意識を高めるため、 消防団による防火パレード や警邏活動を行い、 啓発を行っ

ていきます。

●消防団員の確保に向けた取組み

地域防災力の要である消防団員の確保のため、 団員装備の拡充や待遇改善等に取り 組んで

いきます。

●避難所備蓄品等の確保

避難者が安心し て避難できるよう 避難所備品の整備に努めると と もに、 東金市備蓄方針に

基づき、 計画的に備蓄品を確保します。

●自主防災組織の設立推進と 自発的な防災活動の促進

地域において適切な自主防災活動が実施さ れるよう 、 自主防災組織のあり 方検討を含め、

設立を推進すると と もに、 地区防災計画制度の普及・ 啓発等により 、 自発的な防災活動に

関する計画策定を促し ます。

●地域の多様な主体との連携

大規模災害等に備え、 日頃より N PO やボランティ アと の連携・ 協働を進めます。

●防災意識の向上

防災ガイ ド ブッ ク等の防災情報を周知すると と もに、 防災フ ェ スタ の開催等、 継続的な防

災訓練・ 防災教育を実施し 、 市民の防災意識の向上に努めます。

●防災行政無線デジタル化の推進

デジタ ル化により 、 さ らに様々なメ ディ アと の連携を充実・ 拡充し ていく と と もに、 市民

へ各種サービスを周知し 、 防災情報を確実に伝達できる仕組みづく り に努めます。

●避難行動要支援者名簿の作成及び提供

災害時、 平常時を問わず、 支援者に速やかに名簿を提供すること ができるよう、 避難行動

要支援者名簿管理システムの適切な運用に努めます。

防
犯
・
交
通
安
全

●防犯に関する啓発等の推進と 地域安全活動の促進

関係機関と の連携のもと、 啓発活動やパト ロール活動等の充実を図り、 市民の防犯意識の

高揚に努めると と もに、 防犯パト ロールの組織拡充や防犯指導員の育成など、 市民の自主

的な防犯・ 地域安全活動を促進します。

●防犯施設の整備

夜間における犯罪の未然防止と 通行の安全性確保のため、 防犯灯の設置を計画的に推進し

ます。 また、 犯罪を未然に抑止すること を目的に防犯カメ ラの設置を推進し ます。

●交通安全に関する啓発等の推進

関係機関・ 団体と 連携し 、 交通指導をはじ め、 交通安全教育や啓発活動を推進し 、 市民の

交通安全意識の一層の高揚に努めます。

●交通安全施設の整備充実

危険箇所の点検・ 調査を行いながら、 安全な道路環境の整備を促進します。
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事業名 事業概要

消
防
・
防
災

消防団運営支援事業

基本消防団員のほか、 機能別消防団員を募集すると と もに、 消防団

員の報酬や出動手当の支給や必要な技術を習得するための訓練等の

支援を行います。 また、 市民の火災予防意識の高揚を図るための防

火パレード や警邏活動を行います。

消防団施設・ 設備事業

消防車両の購入・ 維持管理や消防ホースの購入、 消防機庫の維持管

理を行います。 団員の安全確保と 良好な活動環境を維持するため装

備の更新を図り ます。

消防団水利整備事業
地域の要望や必要性に応じて、 消火栓や防火貯水槽を整備すると と

もに、 災害に迅速に対応できるよう 、 維持管理を行います。

避難所運営事業

災害時に避難者が安心し て避難できるよう 、 避難所での備品の整備

や食料等備蓄品について、 東金市備蓄方針に基づき計画的に確保す

ると と もに、 避難所担当職員向けの避難所運営研修を実施し ます。

自主防災組織育成事業

災害時に各地区において共助の役割を担う 自主防災組織の設立や育

成を図るため、 設立や運営費等に係る補助金を交付し ます。

防災啓発事業
市民の防災意識の向上を図るため、市主催の防災イベント「 防災フェ

スタ 」 の開催や市民を対象と した避難訓練を実施します。

防災行政無線運用事業

防災情報等の伝達手段について、 デジタル化の強みを生かし 、 市防

災メ ールや消防防災課公式ツイッ ター等の各種メ ディ アと の連携に

ついて充実・ 拡充します。

避難行動要支援者名簿作

成事業

災害時に各地区や警察・ 消防へ避難行動要支援者名簿を提供できる

よう システムを整備し ます。 また、 平常時から名簿を提供するため

には、 支援を必要とする人の同意が必要のため、 同意書の発送業務

を行います。

防
犯
・
交
通
安
全

防犯対策事業

防犯組合を中心に、 市民の防犯パト ロール活動や啓発活動を推進し

ます。 防犯パト ロールカーを活用し 、 地域防犯力向上の活動を推進

し ます。 犯罪を未然に防止し 、 安心し て生活できる環境をつく るた

め、 通学路や各地区に新たに防犯灯を設置し 、 市内に計画的に防犯

カメ ラを設置します。

交通安全対策事業

東金交通安全協会東金支部の行う 街頭活動・ 街頭監視や交通安全教

室、 また、 東金地域交通安全活動推進協議会の各種交通安全活動等

を支援すると と もに、 市民の交通事故防止及び交通安全意識の向上

を図り ます。

交通安全施設整備事業
車や歩行者が安全に通行できる交通環境を整えるために、 危険箇所

の点検・ 調査を行いながら、 安全な道路環境の整備を促進し ます。

(3 )まちづく り
施策１
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目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

消
防
・
防
災

消防団員数 人 4 6 2 4 5 0
消防防災課調査

現状維持を目標

出火件数 件 2 7 ― 出火ゼロを目指す

保存水備蓄率 ％ 50 .7 7 8 .5

東金市備蓄方針に基づき、 毎年

度 4 ,8 0 0 ℓ （ 1 5 年保存水） の

備蓄を目標

自主防災組織設立数 件 3 6 4 1 毎年度１ 団体の設立を目標

防災フェ スタ 参加者数 人 ― 2 ,0 0 0
毎年度 2 ,0 0 0 人の参加者を 目

標

市防災メ ール登録数 件 5 ,8 3 7 8 ,3 0 0 毎年度 50 0 件の登録数を目標

防
犯
・
交
通
安
全

防犯指導員数 人 2 3 4 2 5 9
消防防災課調査

年間５ 人の増員を目標

犯罪認知件数 件 3 3 9 ―
千葉県警察の統計

犯罪ゼロを目指す

防犯灯設置数（ 累計） 基 6 ,7 1 2 6 ,8 6 2
消防防災課調査

年間 30 基の設置を目標

防犯カメ ラ設置数（ 累計） 基 3 4 3 9
消防防災課調査

年間１ 基の設置を目標

交通事故発生件数 件 1 5 6 ―
千葉県警察の統計

死亡事故ゼロを目指す
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こころ豊かなひとを創る

５ －⑴ 世代を通して学び

　 　 　 　 　 活動できる環境づく り

生涯学習課

総務課

施策の方向性

　 子どもから高齢者まで、 生涯にわたって自らを高め、 豊かな人生を送れるよう 、 各世代のニーズに

応えられる生涯学習を推進し ます。 また、 城西国際大学をはじ め、 様々な機関と 連携を図り ながら 、

個人のスキルアッ プや交流の場と しての役割も含め、 生涯学習活動を推進し ます。

これまでの取組みと現状認識

生
涯
学
習
・
平
和

●城西国際大学と協働で開催し ている教養講座と パソコン講座は、 いずれも参加者が減少傾向

にあり ます。 パソ コ ン講座は初心者向けと し て実施し ていますが、 パソコ ンの普及に応じ

て市民のパソコンに関する知識も向上し ており 、 近年スマート フォンへの関心が高まって

いる状況です。

●イベント 開催に際し 、 市民の柔軟なイベント の企画・ 運営を促すためにも、 市の主導ではな

く 、 主催の団体を支援していく 形にシフト していく こと が望まれます。

●成人式は自立し、 大人の社会への仲間入り するこ と を自覚し てもらう ため2 0 歳を対象に開

催し ています。 民法の一部改正により 、 令和４ 年（ 2 0 2 2 年） ４ 月１ 日から成人年齢が18

歳に引き下げられますが、本市は、市民の意見を受け、従来どおり 20 歳を対象と した「（ 仮

称） はたちのつどい」 の開催を予定しています。

●平和は、 市民の願いであり 、 後世のためにも争いのない世界を築いていく 必要があり ます。

本市は、 平成元年に「 非核平和都市」 宣言を行っており 、 また平成 22 年には「 平和首長会

議」 に加盟し 、核兵器の廃絶をはじ めと し た平和活動の取組みに参画し ています。 このほか、

平和の啓発事業と し て、 毎年８ 月に「 広島・ 長崎」 の原爆に関する絵や写真の展示を、 市

役所ロビーで行っており、 併せて広島の「 原爆の像」 に捧げる折り 鶴制作の呼びかけを実

施しています。

●戦争を知る方々が少なく なってく るこれからの時代に、 戦争の悲惨さ 、 平和の大切さ を伝え

ていく こと が必要です。

公
民
館

●公民館では、 子どもから高齢者まで、 幅広く 生涯学習活動に取り 組むきっかけの場や学習意

欲の向上と 継続の場を提供し、 更には人と 人と のつながり を広げるこ と で、 生涯にわたる

生きがい作り の機会を提供しています。

●近年、 公民館の利用団体数及び利用者数は減少傾向にあり 、 主に利用団体の高齢化による活

動休止が影響し ています。

●中央公民館及び地区公民館は、 平均築 40 年以上が経過し （ 福岡公民館を除く ）、 施設の老

朽化が著し く 進行し ている状況です。
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図
書
館

●高度情報化社会の進展や個人のライフスタ イルや価値観の多様化など、 近年の急激な社会情

勢の変化により 新たな視点に基づく 役割やサービスが求められています。

●従来の貸出サービスのほかに個人や地域の課題解決を支援するレファ レンスサービスを充実

さ せること で、 図書館の情報提供能力を向上さ せていく 必要があり ます。

●耐震診断は実施済ですが耐震補強工事は未実施の状況です。 また、 築４ ０ 年を経過し 、 施設

の老朽化が進行している状況にあり ます。

これからの展開

生
涯
学
習
・
平
和

●生涯学習講座の実施

　 城西国際大学と協働し 、 大学の持つ様々な学部の学術的知識や技能を幅広く 市民の生涯活動

に寄与するため、 公開講座を開催し ます。

●文化祭の開催

　 日頃の活動や練習の成果を市民に広く 公開すると と もに互いの作品や活動を鑑賞すること に

よっ て文化活動の一層の振興、 技術の向上を図るため、 市主催の文化祭を開催し 市民の活

動支援を行います。

●生涯学習・ 社会教育に係る情報の提供

　 東金市のイベント 情報をはじめ、 芸術・ 文化・ 歴史などの情報発信に努めます。

●成人式の開催

　 新成人に大人となった自覚を持ってもらう ため、 成人式を開催します。 なお、 民法の一部改

正により 、成人年齢が引き下げられたあと（ 令和４ 年度以降） の式典については、名称を「（ 仮

称） はたちのつどい」 に改めます。

●平和への啓発

　 原爆の絵や写真の展示、折り 鶴制作などを引き続き実施し 、平和の啓発に取り 組むと と もに、

平和の大切さをより 伝えること ができる事業展開を検討し ます。

公
民
館

●公民館の貸館事業の実施

　 生涯学習の場や人と人とのつながり の場を今後も持続的に提供するため、 新規サークルの利

用促進を図り ます。

●公民館施設改修事業の実施

　 利用者が安心して利用できるよう 、 随時施設・ 設備の不具合箇所の修繕・ 改修を行い、 安全

性の確保に努めます。

図
書
館

●図書館事業の実施

　 自己啓発や生活の充実などの利用者のニーズに応え、 質の高い学習機会を提供するために資

料の閲覧や貸出を行う と と もに、 読書相談や調べ物のお手伝いを行います。

●施設の維持管理

　 老朽化が進んでいる図書館の適正な維持管理を行い、 安全で良好な読書環境の確保を図り ま

す。 また、 耐震診断の結果を踏まえて図書館の耐震補強工事を行います。
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事業名 事業概要

生
涯
学
習
・
平
和

生涯学習講座事業

城西国際大学との協働により 、 大学教授等による公開講座を実施し

ます。

芸術文化支援事業
文化祭開催による「 発表の場」 の提供や、 文化団体連絡協議会（ 文

団協） へと支援を行う ことで、市民の文化活動の活性化を促し ます。

生涯学習情報提供事業
生涯学習情報誌を作成し 、東金市近隣に配布すること で、市民のニー

ズに合った生涯学習情報を提供し ます。

成人式開催事業
新成人から実行委員を募り 、 式典の運営及び記念事業・ 記念冊子の

作成等に実行委員会の協力を得ながら成人式を開催し ます。

平和推進事業
平和啓発事業を実施し 、 原爆の絵や写真の展示、 原爆の像に捧げる

折り 鶴制作の呼びかけを実施します。

公
民
館

公民館主催事業

夏休み及び冬休みの期間中に、 小中学生と その保護者を対象と し た

「 夏休み講座」「 冬休み講座」 を実施し ます。

公民館施設改修事業
利用者が安全かつ安心し て利用できるよう 、 施設及び設備の修繕・

改修を行います。

図
書
館

図書館運営事業

所蔵する資料の他に、 所蔵し ない資料については連携している他の

図書館より 取り 寄せて閲覧・ 貸出を行います。 また、 定期的にテー

マや作家を決めて本の展示や紹介をし 、 図書館運営を推進し ます。

図書館施設改修事業

施設の老朽化が進んでおり 、 耐震補強工事の設計を行いまし たが、

工事着工には至っていないことから、 施設の耐震化について早期の

完了を目指し ます。

図書館主催事業
普段、 図書館を利用し ない方でも足を運ぶよう な図書に関する様々

なイベント を企画し 、 図書館利用の促進を図り ます。

図書館資料収蔵事業
東金市図書館資料収集基準に基づき資料を収集し ます。 また、 利用

者のリ クエスト を受け付けて収集の参考と し ます。

(1 )げんきづく り
施策１

(1)げんきづく り
施策３
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目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

生
涯
学
習
・

平
和

公開講座の参加者人数 人
9 8

（ R1 ）
1 2 0 延べ参加者数の積み上げ

文化祭来場者数 人
1 ,6 0 0

（ R1 ）
2 ,1 0 0

公
民
館

中央公民館利用団体数 団体 5 8 6 7

中央公民館の定期利用団体数の

統計

令和元年度実績に基づく 水準へ

の回復を目標

地区公民館利用団体数 団体 1 3 2 1 3 6

全地区公民館の定期利用団体数

の統計

令和元年度実績に基づく 水準へ

の回復を目標

中央公民館稼働率 ％ 32 .5 1 3 6 .4 7

中央公民館の稼働率の統計

令和元年度実績に基づく 水準へ

の回復を目標

図
書
館

入館者数 人
13 4 ,2 7 8

（ R1 ）
1 4 8 ,0 0 0

図書館の統計

令和元年度実績に基づく 水準へ

の回復を目標

利用登録者数 人 14 ,7 2 6 1 5 ,0 0 0

図書館の統計

令和元年度実績に基づく 水準へ

の回復を目標

蔵書数 冊 15 3 ,8 3 8 1 5 6 ,0 0 0
図書館の統計

年間 40 0 冊程度の増加を目標

貸出冊数 冊 23 4 ,1 6 3 2 8 0 ,0 0 0

図書館の統計

令和元年度実績の水準への回復

を目指し 、 年間１ 万冊の増加を

目標
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こころ豊かなひとを創る

５ －⑵ 歴史・ 文化の継承

生涯学習課

施策の方向性

　 市内に残る歴史と文化は市民の財産であり 、指導者やボランティ アの育成・ 確保を図り ながら、歴史・

文化遺産の収集・ 保存活用・ 展示活用に努め、 次代に継承し 地域への愛着と 誇り を育みます。

　 また、 東金文化会館の有効活用を図り 、 市内外の人々が本市の文化や芸術に触れ合える場と 機会の

提供と充実を図り ます。

これまでの取組みと現状認識

●獅子舞やお囃子を中心と し た郷土芸能については、「 まい・ 舞・ はやし フェ スタ 」 において発表の

場を設けていますが、 参加団体は減少傾向にあり ます。 次世代へ継承を行う ためにも、 各団体の活

動へ継続し た支援が必要です。

●現在、 東金市では 67 の文化財の指定・ 登録があり ますが、 平成 1 9 年度を最後に指定が行われて

いません。 新たな文化財の把握や、 指定・ 登録を行う ために調査を実施する必要があり ます。

●市内の文化財についてホームページや生涯学習情報誌、「 東金市デジタ ル歴史館」 においてＰ Ｒ を

行っていますが、 現存のものに加え、 新たな媒体やイベント によって広く 周知を行う こ と が望まれ

ます。

●所有する保管庫の老朽化のため、 市で保管する古文書・ 民具等の史料の適切な保存や新たな史料の

受入れを行う ためにも、 収蔵施設の整備を改めて検討し ていく 必要があり ます。

●市町村単位で文化財の保存と 活用に関するビジョ ンや具体的な事業等を定める「 文化財保存活用地

域計画」 策定の動きが全国的に広まっています。 東金市も文化財の保存・ 活用のための取組みや組

織作り 等を定めた「 文化財保存活用地域計画」 の策定を検討し ます。

●東金文化会館は、 指定管理者が管理運営を行っています。 貸館事業のほか、 指定管理者による自主

事業なども実施しており 、 地域の文化振興と 住民福祉の増進に寄与しています。

●東金文化会館は、 昭和 62 年に整備さ れており 、 老朽化による修繕が必要と なってきています。 更

新時期が到来し 、 未更新の設備もあることから施設・ 設備を計画的に更新していく 必要があり ます。

これからの展開

●文化財の保存・ 活用

　 専門家の協力を得て市内に遺る文化財を調査し 、 後世に遺すべきと 判断し た場合は「 指定」 を行う

こと を検討し ます。 また、 本市は、 文化財等を展示する博物館等を有し ないため、 設置等について

検討すると と もに、「 東金市デジタ ル歴史館」 等を活用し 、 郷土の歴史・ 文化の普及活動に努めます。

　 国指定天然記念物である「 成東・ 東金食虫植物群落」 についても、 山武市と 協力し て普及活動を行

います。
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　 文化財の保存・ 活用を図るため、 専門家や庁内関係部署等も含めて「 文化財保存活用地域計画策定

委員会」 を組織し 、 文化財保存活用地域計画の策定を目指し ます。

●無形民俗文化財の後継者育成・ 継承のため団体の活動支援

　 東金の歴史・ 文化の継承のため、 団体の活動への支援を行います。 また、 歴史と伝統のある日吉神

社などの祭礼についても、 広報活動など側面的に支援を行います。

●東金文化会館の管理運営

　 住民サービスを効果的、 効率的に提供するため、 指定管理者による管理運営を行います。

●東金文化会館の維持管理

　 文化施設を良好な状態を保ち、 利用者が安全で快適に利用できる施設と し て提供するため、 維持管

理を行います。

主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

文化財保護事業

専門家と 協力し文化財の調査を行い、 後世に遺すべき史料の保存活

用を行います。

「 デジタ ル歴史館」 の活用やパンフレッ ト 作成等により 、 文化財の

新たな PR を展開します。

無形民俗文化財保存団体の活動への補助を継続し て行います。

文化財保存活用地域計画の策定を行います。

東金文化会館管理運営事業
東金文化会館の指定管理者制度を活用し 管理運営を行う と と もに、

指定管理者と 連携して、 施設の修繕と 改修を行います。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

東金市デジタ ル歴史館アク セス

数（ 累計）
回

10 4 ,0 0 0

（ R2 .9 月まで）
3 0 4 ,0 0 0

目標値は平成 30 年度開始から

の累計

文化財指定・ 登録件数 件 67 7 0

1 ～ 2 年に 1 件のペースで指定

を目標

令和２ 年度現在（ 国指定１ ・ 県

指定５ ・ 市指定 54 ・ 国登録７ ）

まい・ 舞・ はやし フ ェ スタ 来場

者数
人

8 0 8

（ H3 0 ）
1 ,0 0 0

２ 年に１ 度の開催ごと に 10 0

人ずつの増加を目標

東金文化会館利用者数 人
12 2 ,5 2 6

（ R1 ）
1 3 0 ,0 0 0

(3 )まちづく り
施策２
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こころ豊かなひとを創る

５ －⑶ 心身共に健やかな生活を

　 　 　 　 　 営むためのスポーツ振興

スポーツ振興課

施策の方向性

　 体力・ 健康づく り や地域・ 世代間交流のために、 全ての市民の体力や年齢に応じ 、 それぞれのライ

フスタ イルに合ったスポーツ活動を推進し ます。

　 また、 東金アリ ーナなどのスポーツ施設の有効活用を図り 、 誰もが参加できるスポーツ活動の場と

機会の提供・ 充実を図り ます。

これまでの取組みと現状認識

●近年、 利便性の向上、 情報化社会の進展、 労働形態の変化などにより 生活環境が大きく 変化し 、 便

利で快適な生活が送れるよう になった反面、運動不足や精神的スト レスの増大などにつながり 、人々

の健康を脅かし ています。 また、 自由時間の増大や高齢化の進展により 、 健康で明るく 豊かな生活

を送ること がより 強く 求められています。

●健やかで活力に満ちた生活を送るためには、 年齢、 性別、 職業、 障がいの有無等を問わず、 それぞ

れのライフステージにあったスポーツやレクリ エーショ ンを取り 入れ、 生涯にわたり スポーツに親

し むこと が重要であるこ と から、 今後も誰もが気軽に楽し めるスポーツの機会を提供し ていく と と

もに、 スポーツに取り 組みやすい環境づく り に努める必要があり ます。

●また、 スポーツを行う 場を提供するために、 東金アリ ーナ外３ スポーツ施設（ 東金アリ ーナ、 東金

市家徳スポーツ広場、 東金青年の森公園野球場・ 庭球場、 東金市ト レーニングセンタ ー） の維持管

理を行います。 老朽化の目立つ東金アリ ーナの空調設備の更新等を行い、 安全で快適に利用できる

施設の維持を図り ます。

これからの展開

●学校施設の開放（ スポーツ開放）

　 スポーツ活動の機会を提供するため、 学校教育に支障のない範囲で小中学校の体育館・ 武道館・ グ

ラウンド を市民スポーツ団体に開放します。

●スポーツイベント の実施

　 関係団体と 連携し ながら市民一人ひと り の健康維持・ 体力増進のため、 各種スポーツイベント を実

施し 、 スポーツの普及・ 振興を図ると と もに、 更なる参加促進のための取組みを進めます。

●スポーツ施設維持管理事業　

　 東金アリ ーナ外３ スポーツ施設の維持管理を行います。 特にスポーツ活動の拠点である東金アリ ー

ナについては、 空調設備をはじめ、 多く の利用者が安全で快適に利用できるよう 計画的に更新し ま

す。
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主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

学校施設開放事業（ スポーツ開

放）

学校教育に支障のない範囲で、 身近な市内小中学校の体育館・ 武道

場・ グラウンド を市民スポーツ団体に開放し ます。

スポーツ教室・ イベント 実施事

業

市内８ 地区の対抗戦と し ている市民体育祭をリ ニューアルし、 新

し い生活様式を踏まえ「 だれでも気軽に参加」、「 競技力の向上」、

「 ニュースポーツの推進」 を前提と し たスポーツイベント を実施し

ます。

スポーツ施設維持管理・ 運営事

業

市民スポーツの振興及び市民の健康増進のため、 東金アリ ーナ外３

スポーツ施設の管理運営を指定管理者に委託すると と もに、 利用者

が安全で快適に利用できるよう 維持管理を行います。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

東金スポーツフェ スティ バル（ 仮

称） の参加者数
人 5 0 0 1 ,0 0 0

令和元年度に実施し たスポレク

デ－の参加者数（ 5 0 0 人） の倍

の参加者数を目標

東金アリ ーナ外３ スポーツ施設

の利用者数
人

23 6 ,3 7 8

（ R1 ）
2 8 0 ,0 0 0 各施設の利用者数の積み上げ

東金・ 九十九里波乗り ハーフ マ

ラソン大会
人 3 ,0 0 0 3 ,0 0 0

大会への参加者（ エン ト リ ー）

数

現況値は中止と なった令和元年

度のエント リ ー数

　

(3 )まちづく り
施策２



1 3 0

計画の実現に向けて

６ －⑴ 厳しい時代に適応した

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 行財政運営

総務課

収税課

企画課

施策の方向性

　 常に事務事業の見直しや組織の効率化を進め、 安定し た財源確保や財政の健全化を図り ながら、 新

し い行政ニーズにも対応した行財政運営を図り ます。

　 さ らに、 職員の事務執行能力や専門知識等の向上と 公務員意識の育成に努め、 職員の資質の向上を

図り ます。

　 公共施設については、 老朽化や人口減少に対応するよう 施設の統廃合を含めた施設規模の検討を含

めて今後の維持管理を行います

これまでの取組みと現状認識

行
財
政
・
納
税

●徴収体制の強化、 納税しやすい環境整備の推進、 公金収納パワーアッ ププランの推進、 受益

者負担の見直し に係る使用料等の見直しなどを行い、 平成 18 年度から導入し た有料広告事

業については、 年間で約 30 0 万円の歳入を確保し ています。

●本市の行財政改革はこれまで、「 財政健全化」 と 「 行政改革」 の観点から進めてきまし たが、

現在、「 人（ 職員）」 をテーマと し た行革に併せ、 財政健全化の取組みについては基金に頼

らない予算編成・ 事業効果の検証などにより 通常の業務の中で「 行財政の最適化」 を進め、

通常の行財政運営と し て取り 扱っています。

●行政組織については、 社会情勢の変化や多様化する市民ニーズなどの課題に対応し た政策、

事業の推進、 満足感のある市民サービスの提供を行う ため、 常に改善を図っており 、 また

健全かつ安定的な行政運営、 自治体事務の変化へ対応するため、 さ らには市長のト ッ プマ

ネジメ ント を実現さ せるために、 機動的、 効率的な組織体制を整備するこ と を目的と し て

います。

●し かし ながら、 人口減少や少子高齢化の影響により 、 社会保障関連経費の増加がみられ、 こ

れに伴い特に福祉関連部署の事務負担の増が顕著と なっており、 こ う し た状況の中で、 組

織の効率化を進め、 限られた人的資源の配分を行う こと が求められています。

●納税の調定項目については滞納繰越分の割合が高いため、 滞納処分を中心に、 納税相談や財

産調査などを通じ て、 滞納者の実態等を把握し たう えで差し 押さ えの執行、 あるいは執行

停止や徴収猶予等の徴収緩和制度の適正な運用により 、 租税債権の確実な徴収及び債権管

理の適正化を図っています。

●平成 30 年度の市税の徴収率に係る県内順位は、 54 市町村中現年度分 52 位、 滞納繰越分

19 位、 合計では 48 位（ 前年度 51 位） と 低迷し ていますが、 滞納処分の強化により 、 滞

納繰越分については大きく 順位が向上し た結果と なっています。 また、 令和元年度の市税

の徴収率は 92 .0％（ 前年対比 1 .5％増） であり 、 県内平均値と の差は緩やかではあるが縮

減の傾向にあり ます。

●今後も、 自主財源の確保、 税負担の公正性の確保、 滞納者を納期内納税者に導く 納税秩序の

確立及び滞納額の圧縮を目的と し た徴収の強化を図り、 徴収率の向上、 滞納額の縮減に取

り 組む必要があり ます。
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●職員一人ひと り が、 政策立案・ 形成能力、 創造性、 感受性、 さ らに効率的な行政運営を行う

ための経営感覚など、 今後その重要性が高まる能力・ 資質の一層の向上を図り、 時代の変

化に対応できる人材の育成を積極的に推進する必要があり ます。

●本市では、 職員の知識・ 能力向上に向けて、「 東金市人材育成基本方針」 において、 職員の

それぞれの級ごとに求められる能力・ 資質のスタンダード（ 標準）を設定し 、それぞれの職種、

職層等にふさ わし い研修を行う よう にし ています。 また、 必要性が高いものの本市では実

施が困難な高度・ 専門的な研修については、 日本経営協会（ NOM A） 等の外部研修機関へ

の参加により 対応し ています。

●人材育成を効果的に推進するため、 職員研修を充実すること と 併せ、 職場風土、 人事管理等

の改善を図ると と もに、 職員一人ひと り が意欲を持って自己啓発等に取り 組んでいく こ と

が重要ですが、 そのためには、 管理監督者の自覚と 部下に対する適切な指導・ 助言、 さ ら

には、 こう した取組みを支える人材育成推進体制を充実さ せる必要があり ます。

●職員が全体の奉仕者であって、 その職務は市民から負託さ れた公務であること に鑑み、 職務

の執行の公正さ に対する市民の疑惑や不信を招く よう な行為の防止を図り 、 公務に対する

市民の信頼を確保する必要があり ます。

●共働き世帯の増加など家族のあり 方が変化する中で、「 家事・ 育児・ 介護」 において男性が

主体的な役割を果たし ていく こ と もますます重要になっており 、 東金市男女共同参画プラ

ンを策定し 、 また東金市在住の千葉県男女共同参画地域推進員の活動に協力すること で男

女共同参画を推進し ています。

公
共
施
設

●公共施設の老朽化が進んでおり 、 その更新費用などが安定した財政運営を進める上で大きな

問題と なっています。 こ う し た状況の中で、 少子高齢化や人口減少の問題に対応し ていく

ためには、 公共施設のあり 方を見直し、 変化する市民ニーズに適切に対応し ていかなけれ

ばなり ません。 そのため、 公共施設を統一的に整理し 全体像を把握し た上で、 更新・ 再編・

長寿命化などを計画的に実施する必要があり ます。

●本市では、 上記の課題に対応するため、 国の要請を受け東金市公共施設等総合管理計画を平

成 28 年度に策定し 、 その後、 統廃合なども含めた施設規模・ 配置などの検討や、 今後の維

持・ 管理について一元的に推進する必要があるため、 各施設の具体的な管理方針や手法を

示す個別施設計画を令和２ 年度に策定しました。

これからの展開

行
財
政
・
納
税

●行財政改革

行財政改革を、形骸的になり がちな「 計画（ プラン） = 行財政改革」 と し て捉えるのではなく 、

「 通常の業務 = 行財政改革」 と 位置付けていきます。

●新たな財源の確保

現状における行財政の最適化は、 身の丈にあった財政運営、 ルーティ ン事業の見直し、 事

業効果の検証による効果の薄い事業のスク ラッ プと いった、 いわば「 緊縮財政」 が主たる

最適化の手段と なっており ますが、 行財政改革の片翼と なる新たな収入の確保策について

速やかに検討し ていきます。

●中長期的展望に基づく 組織体制の構築

各種施策の進捗状況を見極め、 機動力のある組織づく り を中長期的視点で行います。
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行
財
政
・
納
税

●効率的な組織体制の構築

ト ッ プマネジメ ント をはじ めと し た指揮命令が円滑に伝達し、 実行できるよう 、 効率的な

組織体制を構築します。

●納税環境の整備及び納税意識の高揚

時間外窓口の開設、 広報等による納期の周知、 小学生を対象と し た租税教室を実施すると

と もに、 現年度分徴収率向上の観点から、 口座振替を推進します。

●市税の公平性を保つため、 財産調査、 差押え等の滞納処分を強化します。

職
員
の
資
質

●職員研修の実施

職員研修について、 一般的・ 平均的な実務遂行能力に加え、 特定の分野に対応できる能力

の養成など、 職員一人ひと り の職種、 階層等にふさ わし い研修を行う よう 努めます。

●目標による管理の促進

「 目標による管理」 と は一般に、 組織の全体目標と 個人の目標を上司と 部下の協働作業によ

り 統合し 、 職員は設定さ れた目標を「 Pla n-D o -See」 のマネジメ ント サイク ルに沿って実

行し ていく こ と をいい、 職員が目標設定に参加すること により、 モラールアッ プや創意工

夫を促し 、 自律的な仕事への取組みと 能力開発が期待でき、 事務事業を効率的・ 効果的に

進めるこ と ができると 同時に、 職員の士気高揚、 創意工夫を促し 、 その自己管理に資する

ものです。

このよう に、 職務の遂行を管理監督者の職務命令により 一方的に進めていく のではなく 、 管

理監督者による部下への動機付けと し て部・ 課の目標を掲げ、 各部・ 課等における組織目

標、 個人目標の設定を管理監督者及び職員が協議しながら共有し 、 共有さ れた目標に向かっ

て業務を進めていきます。

●職員倫理の向上

公務に対する市民の信頼を確保し、 職員の職務に係る倫理の保持に資するための、 取組み

を行います。

●男女共同参画プランに基づく 男女共同参画の推進

令和２ 年度に改訂し た男女共同参画プランを進行管理すること により 、 男女共同参画を推

進し ていきます。 また、 令和８ 年度を始期と し た次期の男女共同参画プラ ンを策定するこ

と で、 男女共同参画の推進を継続し ます。

公
共
施
設

●個別施設計画に基づく 公共施設の維持・ 管理

令和２ 年度に策定し た個別施設計画を進行管理すること により、 一元的に公共施設の維持・

管理を行っていきます。 また、 令和 13 年度を始期と し た次期の個別施設計画を策定するた

め、 各施設の統廃合を含めた施設規模・ 配置などをさ らに検討していきます。

●未利用市有地の有効活用

東金中学校旧校舎跡地や源小学校跡地などの未利用市有地について 、 適正かつ有効な活用

を図り ます。
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主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ しごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

・ ・ 新規事業

事業名 事業概要

行
財
政
・
納
税

行政改革推進事業

有料広告について、 既存媒体にと らわれず新たな可能性を広げ、 歳

入確保を図ると と もに、財政の健全性と持続性の維持に努めるため、

新たな財源の確保策を検討し 実行します。

行政組織改編事業

基本計画の進捗状況を踏まえ、 ヒ アリ ングなどを通じ て庁内部署の

状況を収集すると と もに、 効果的効率的な行政組織を構築するため

に適切な組織改編を行います。

時間外窓口の開設
納付環境整備の観点より 、 毎月第３ 火曜日に午後８ 時まで夜間窓口

を開設し ます。 また、 最終土・ 日曜日に休日窓口を開設し ます。

広報等による納期の周知
広報と う がね、 ホームページ、 LIN E、 庁内窓口番号案内システム

モニタ ーにより 納期の周知を図り ます。

租税教室の開催
税の意識や役割を正し く 認識してもら う ため、 将来の市を担う 児童

（ 小学校６ 年生） に対し租税教室を開催し ます。

口座振替の推進
納税通知書発送時に口座振替はがきを同封し ます。 また、 ペイジー

導入により 口座振替の簡便化を図り ます。

滞納処分の強化

市税の公平性を保つため、 納付資力があるにもかかわらず納付意思

がないものについて、 財産調査の結果、 差押え可能財産を発見し た

場合に差押えを行います。 また、 表見財産が見つからない高額滞納

者については捜索を行い、 財産発見に至らない場合は速やかに執行

停止と し ます。

職
員
の
資
質

職員研修事業
職員研修計画に基づき、 職員一人ひと り の職種、 職層等にふさ わし

い研修を行い、 職員の資質の向上を図り ます。

職員管理事業

人事評価実施のほか、 産業医の活用、 職員健康診断の実施、 給与支

給に係る人事給与ステムの使用等により 、 安定し た行政運営を図り

ます。

男女共同参画プラン推進

事業

令和２ 年度に改訂した男女共同参画プランを進行管理すること によ

り 、 男女共同参画を推進していきます。 また、 令和８ 年度を始期と

し た次期の男女共同参画プランを策定します。

公
共

施
設 個別施設計画策定事業

令和 13 年度を始期と し た次期の個別施設計画策定に向け、 各施設

の統廃合などを含めた施設規模・ 配置などを検討します。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

行
財
政
・

納
税

目標徴収率（ 市税） ％ 92 .8 9 5 .0
月末毎の市税調定及び収入状況

により 確認

目標徴収率

（ 国民健康保険税）
％ 66 .0 7 4 .0

月末毎の市税調定及び収入状況

により 確認

(4 )し ごと づく り
施策３



1 3 4

計画の実現に向けて

６ －⑵ 広域的な連携による

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 まちづく り

総務課

企画課

施策の方向性

　 効率的な行政運営のため、 市の事務事業や既存の一部事務組合の事業の広域化の推進については、

合理性・ 効率性を踏まえて取り 組みます。

これまでの取組みと現状認識

●自治体間の連携・ 協力は、 自治体毎の資源制約に対応する観点からも、 今後さ らに推進さ れるこ と

が考えら、 自治体同士が枠を越えて連携・ 協力し ながら行政サービスを提供すること で、 どの自治

体に住む人も安心し て生活し 続けられる環境を整備し 、 減少する人口を近隣で奪い合う 競争から、

主体性を発揮し ながら近隣地域全体で魅力向上を図る協調へと 転換する必要があり ます。

●本市は、 九十九里地域の中核都市と し ての自覚と 責任のもと 、 一体的な地域づく り や事務の共同処

理について、 これら組合と と もに主導的な役割を担ってきており 、 消防業務や斎場、 ごみ処理など、

市単独ではなく 広域での行政事務の執行が効率的である事務については、 山武郡市広域行政組合や

東金市外三市町清掃組合による一部事務組合を組織し 、 広域で事務を処理し ています。

●また千葉市を中心と した都市圏の一員と し ての就労、 生活の場などを圏域で完結すること を目的と

する共同施策の検討を行っており 、 従来の山武郡市内の連携と は異なる圏域での連携の目的を始め

たと ころです。

●平成 26 年４ 月には東千葉メ ディ カルセンタ ーが開院し、 地方独立行政法人の共同設立団体である

九十九里町とさ らに連携を強化し 、 病院経営に対する必要な支援を行っています。

これからの展開

●更なる広域的連携の模索

広域による行政執行が効率的である事務については、 今後も一部事務組合による共同処理を行う と

と もに、 近隣市町と 、 更なる広域的連携の可能性を模索します。

また、 令和３ 年度に策定が見込まれる千葉県総合計画と の施策の整合を図り ます。

●ちば共創都市圏の検討

千葉市と 周辺都市（ 東金市、四街道市、市原市、茂原市、大網白里市） で「 東京」 でも「 地方」 でもない、

新し いライフスタ イルや価値観を「 共」に「 創」り 上げることを目指し た「 ちば共創都市圏」において、

勤労の場や公共施設の相互利用などの連携を検討し ていきます。

主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ し ごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

ちば共創都市圏広域連携事業

人口減少や少子高齢化による経済求心力の低下を防ぐため、 千葉市を

中心と した圏域を再生します。
(5 )きずなづく り
施策２
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計画の実現に向けて

６ －⑶ 技術革新を踏まえた

　 　 　 　 　 　 　 新しい行政運営

情報管理課

施策の方向性

　 近年の AI や Io T 等の最新情報技術の飛躍的な発展により 、 行政サービスの内容や提供体制は、

So cie ty5 .0 の推進を前提と し たものに変革し ていく こ と が見込まれること から、 行政事務の効率化・

高度化を図るため、 RPA や AI など新たな技術の行政事務への活用を検討します。

これまでの取組みと現状認識

●自治体では、 A I や RPA を活用し 、 業務を効率化する動きが広がっています。 AI では音声認識や自

動応答等の機能を活用し た取組みが進められ、 RPA の活用ではこれまで職員が行っていた各種の事

務作業（ 集計・ 入力・ 作成等） を自動化さ せており 、 これらによって、 作業時間の短縮や作業の正

確性が向上し 業務の効率化を実現さ せています。 また、 Io T では、 パソコンやスマート フォンだけ

でなく 、 家具や家電、 住宅、 自動車、 カメ ラ、 建物等様々なモノ がインタ ーネッ ト と つながり 、 情

報流通の促進による様々な社会課題の解決や新たな社会価値の創出が可能と なる時代が到来し つつ

あり ます。

●平成 28 年１ 月のマイナンバー制度の運用開始を契機と し て、 個人情報や情報資産を守るための情

報セキュリ ティ 対策が官民において強化さ れ、 本市においても、 三層からなる情報セキュリ ティ 対

策の抜本的強化対策に取り 組んできまし た。 一方で、 標的型メ ール攻撃やアプリ ケーショ ン等の脆

弱性を悪用し たサイバー攻撃は日々高度化・ 巧妙化し ていること や国が示す情報セキュリ ティ のガ

イド ラインが改訂さ れること から、 本市においても情報セキュリ ティ の見直し を検討し ていく 必要

があり ます。

●令和元年５ 月に公布（ 同年 12 月に施行） さ れた「 デジタ ル手続法」 や同年６ 月に改訂し た「 世界

最先端デジタ ル国家創造宣言・ 官民データ 活用推進基本計画」、「 デジタ ル庁」 を設立すること 等に

おいて、「 社会全体のデジタ ル化」 を進めるこ と と し ています。 その中で「 地方公共団体のデジタ

ル化」 も政策の一つに位置付けており 、マイナンバーカード の普及・ 活用、行政手続のオンライン化、

マイナポータル の活用、 システム等の共同調達・ 利用の推進（ 全国共通の標準仕様書の作成等） 等

に取り 組むこと と さ れており 、 本市と し ても、 時代の潮流に応じ た最新情報技術に対応し ていく ほ

か、 既存の情報システムについて、 法改正等によるソフト ウェ ア改修やパソコンやサーバ等のハー

ド ウェ アの故障又はその予防に対応していく 必要があり ます。

これからの展開

● AI、 RPA 等の最新情報技術の活用について検討し ていきます。

●国の示す情報セキュリ ティ ポリ シーのガイド ライン改訂を受け、 情報システムを再構築し ます。 ま

た、 情報漏えい事故が発生しないよう 技術的な対策のほか、 職員への研修を継続し ていきます
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●情報システムを他の自治体と共同調達・ 利用する自治体クラウド を推進し ます。

●市民等の利便性向上や新型コロナ等感染症対策のため、 オンライン手続を推進します。

●情報システムの維持管理を行います。

●高速インタ ーネッ ト 回線や第５ 世代移動通信システム（ ５ Ｇ ） の活用について調査研究すると と も

に、 これらを利用し た取組みを推進していきます。

主要事業

事業名 事業概要

A I、 RPA 等最新情報技術の

検討事業

AI、RPA 等の最新情報技術の活用について、導入費用の抑制を図るため、

他の自治体と の共同調達・ 利用を検討していきます。

自治体クラウド の推進
情報システムの共同調達・ 利用について、 合理性・ 効率性・ 費用対効

果を踏まえ推進し ていきます。

オンライン手続推進事業
行政手続について、市民等が来庁すること なく 手続できるよう インタ ー

ネッ ト を利用したオンライン手続を推進し ます。

情報システム維持管理事業

情報システムを構成するネッ ト ワークや職員用パソ コン、 業務用端末

やサーバ等の維持管理を行います。 また、 国の示す情報セキュリ ティ

のガイド ラ インの改定に伴い、 情報セキュリ ティ の仕組みを再構築す

ると と もに、 職員への研修を継続していきます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

情報資産への不正アク セスや情

報漏えい等のインシデント
件

0

（ R1 ）
0

情報セキュリ ティ 研修 人
1 2 6

（ R1 ）
全職員

情報システムの共同調達・ 利用 円
現行

予算
▲ 10%

基幹系業務システム等の共同調

達・ 利用化を検討し 、 共同化す

る場合には、 本市単独システム

導入より も費用の抑制を目標

オンラ イ ンによる行政手続等の

件数
件

53 ,9 1 6

（ H3 0 ）
1 .5 倍

「 ぴっ たり サービス」 等の電子

申請に加えて、 各課申請業務に

オン ラ イ ン 化システムを 導入

し 、 オンライン申請の増加を目

標
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計画の実現に向けて

６ －⑷ 市民との積極的な情報共有

秘書広報課

企画課

施策の方向性

　 市民が情報を取得し やすく 、 かつ政策・ 施策に市民の意見・ アイデアを積極的に取り 入れるための

情報発信・ 意見聴取の方法が求められており、 広報と う がねやホームページのほか、 SN S を活用し た

広報活動など、 市民と 行政の情報の共有化を推進します。

これまでの取組みと現状認識

●広報活動では情報をタ イムリ ーに分かり やすく 伝えるため、 月２ 回の「 広報と う がね」 の発行（ 毎

月１ 日・ 1 5 日） 及び市ホームページの運用を行っています。

● SN S（ ソーシャル・ ネッ ト ワーキング・ サービス） を用いた、 より タ イムリ ーな情報発信と し て、

令和元年５ 月にインスタ グラムを、 続く 令和２ 年９ 月に LIN E を開始し 、 若年層に対する情報発信

の強化を行いました。

●市民と と もにまちづく り を進めていく ためには、 市民と 行政が市政情報や課題を共有し た上で相互

理解を深めていく 必要があり 、「 市長への手紙（ メ ール）」、「 市長が伺います」、「 市政座談会」、「 出

前講座」 等の広聴活動や市民アンケート により 、様々な意見、要望、提案等の聴取、意見交換のほか、

市の施策や事業がどの程度周知、 理解さ れているかを把握し ています。

これからの展開

●多様な情報発信手段を効果的に活用し た広報活動の推進

市民ニーズの多様化や SNS等の情報発信手段の多様化が急速に進んでいる状況を踏まえ、 情報発

信の目的や対象者に応じ 、 各種媒体（ 広報紙、 ホームページ、 SN S など） がそれぞれ有する特性を

効果的に利用し 、 必要と さ れる情報を的確に伝えていきます。

●広聴活動の推進

市民と と もにまちづく り を進めていく ためには、 市民と行政が市政情報や課題を共有し た上で、 相

互理解を深めていく 必要があり ます。 そのため、「 市長への手紙」、「 市長へのメ ール」、「 市長が伺

います」 等の広聴活動を通じ 、 市政運営の参考と するため、 様々な意見、 要望、 提案等の聴取や意

見交換を行います。

●報道機関への積極的な市政情報等の発信

定例記者発表や FAX による随時の情報提供を通じ 市政情報の発信を行い、 市の施策等を積極的に

PR し ます。

●市民要望の把握

市が実施し ている施策毎に市民が感じ ている満足度、 不満足度と 重要度を把握するため市民アン

ケート を実施、 分析し 、 基本計画に掲げた目標達成管理に活用すると と もに、 市の施策展開に反映

させます。
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主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ し ごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

事業名 事業概要

広報事業

市政情報やイベント 情報、 市民生活に関する情報などを掲載し た「 広

報と う がね」 を毎月２ 回（ １ 日・ 15 日） 発行し ます。

市ホームページにより 、 市民及び市外の閲覧者に市政情報、 地域情報、

観光情報、 防災・ 災害情報などを迅速に発信し ます。

SN S を活用し 、 若年層をタ ーゲッ ト に市政情報や市の魅力などをより

迅速に発信し ます。

広聴事業
「 市長への手紙」、「 市長へのメ ール」「 市長が伺います」 などを通じ 、

市民の意見、 要望、 提案等の聴取や意見交換を行います。

市民要望把握事業

市民アンケート を実施し、 施策に対し ての調査を行う こ と で市民要望

を把握し 、 その後の行政運営に活用できるよう にアンケート 調査報告

書を作成し ます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

市ホームページの年間アク セス

件数
件

40 0 ,0 0 0

（ R2見込み）
4 2 0 ,0 0 0 令和２ 年度の 5％増を目標

市公式 LIN E 登録件数 件 2 ,5 5 4 5 ,1 0 0
令和 7 年度末まで毎年度 5 0 0

人の登録を目標

市の情報発信の満足度（ 市民ア

ンケート ）
％

36 .3

（ R1 ）
5 1 .3

市民アンケート の「 市の実施事

業の情報発信について」 に対し 、

「 情報発信さ れている 」 と の回

答割合の 15 ポイ ント 増加を目

標

(1 )げんきづく り
施策２
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まちづく り の基礎・ 土台

７ －⑴ 自治活動の維持活性化

地域振興課

施策の方向性

　 多く の公共的な役割を担っていただいている区（ 自治会） をはじ めと する地域コ ミ ュニティ では、

近年、 自治活動への参加率の低下や役員の担い手不足など様々な課題を抱えており 、 自治活動の維持

活性化を図るため、 支援体制の構築などに取り 組みます。

これまでの取組みと現状認識

●少子高齢化を伴う 人口減少の進行による市税収入の減少等により 、 行政は今後財政規模の縮小が避

けられない状況にあり ますが、 社会保障費の増大等、 行政需要はますます増加・ 多様化する傾向に

あり 、 今後の市の業務やまちづく り は地域・ 市民と 手を携えて推進していく 必要があり ます。

●一方、 地域ではこれまでも公共的な役割を幅広く 担ってきまし たが、 近年は、 区（ 自治会） への加

入率の低下や役員の担い手不足などにより 、 こ れまでどおり の自治活動を継続するこ と が難し く

なってきているこ と から、 区（ 自治会） や地区などの地域コミ ュニティ による自治活動の維持活性

化の支援と と もに、 積極的な連携を図り 、 市民と 行政が一体と なったまちづく り に取り 組むこと が

必要です。

●地域課題の把握や地域への支援のあり 方を検討する場と し て、 また地域と 行政の連携協力及び地域

への支援のための主体と し て、 各地区において「 地区振興協議会」 が設立さ れています。

●まちづく り の基礎・ 土台である地域と の連携の方策について、 市役所内における共通認識・ 連携を

図った上で、 地区振興協議会と の協議を進めていく 必要があり ます。

●地区公民館については、 これまでも地域の社会教育活動や自治活動に活用さ れていますが、 都市計

画マスタ ープランに定める土地利用方策と 連携し 、 地域振興の拠点施設と し ての機能強化を図るた

め、（ 仮称） 地区コミ ュニティ センタ ーへの転換を検討し ています。

●センタ ーへの転換に当たり 、 施設の管理体制のあり 方、 各種団体やサークルによる利用調整の方法

等について課題があり 、 地域と の調整が必要です。

これからの展開

●地区振興協議会を基軸と し た地域と 行政の連携協力体制の確立

　 市役所各部署で、 現に地域と の連携協力により 実施し ている事業や、 今後更なる地域と の連携協力

が必要と なる事業を洗い出し 、 市役所内で調整・ 連携し た上で、 地区振興協議会と の協議を実施し

ます。 必要に応じ 、 モデル地区で先行し て新規の連携協力事業を実施し 、 必要となる予算・ 人員等

についての検証等を行います。

　 また、 区に未加入の住民も対象と し た事業と すること で、 地域における共助の必要性・ 重要性につ

いての理解促進を図り 、 区（ 自治会） への加入につなげると と もに、 連携協力体制確立のための前

提と し て、 地区振興協議会に対し 、 運営費の助成等をはじ めと する財政的支援や、 市職員による事

務局業務の実施等の人的支援を行います。
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●地区公民館の地域振興拠点とし ての機能強化

　（ 仮称） 地区コミ ュニティ センターへの転換に向け、 地区振興協議会と 必要な協議・ 調整を行います。

地域の合意が得られた場合には、 同センタ ーへの転換のための条例案を議会に提案し ます。 また、

同センタ ーへの転換に合わせ、 公民館主事に代わる（ 仮称） 地区支援員を配置し 、 自治活動の支援

を行う と と もに、 国の集落支援員制度の活用等による職員の増員を検討する等、 地域振興の拠点施

設と しての機能強化を図り ます。

主要事業 ・ ・ 第８ 章《 第２ 期まち・ ひと ・ し ごと創生総合戦略》 にも位置付けられた事業

・ ・ 新規事業

事業名 事業概要

地区振興協議会運営費交付事業
公共的役割を担っている地区振興協議会の運営や事業に要する費用の

一部を交付金とし て支給し ます。

ふるさ と 納税を活用し た地区

交付金の支給

ふるさ と 納税の寄附者が応援し たい地区を指定し た場合に、 寄附額の

50％に相当する金額を自治活動の実施の経費と し てその地区に交付し

ます。

一般コミ ュニティ 助成事業
一般財団法人自治総合センタ ーの助成制度を活用し、 1 2 地区を対象に

自治活動に必要な備品の整備に要する経費の助成を行います。

地区公民館のコミ ュニティ セ

ンターへの転換の推進

地区公民館の地域振興拠点と し ての機能強化の第一段階と し て、 地域

と 協議し ながら（ 仮称） 地区コ ミ ュニティ センタ ーへの転換を推進し

ます。

目標指標

指標名 単位
R2 年度

（ 現況）

R7 年度

（ 目標）
測定（ 取得） 方法等

区（ 自治会） の加入率 ％ 63 .2 8 7 0 区長への毎年度の調査

ふるさ と 納税を 活用し た地区交

付金支給額
円

37 7 ,0 0 0

（ R1 ）
6 0 0 ,0 0 0

寄附金の納入通知

１ 地区５ 万円×12 地区

(3 )まちづく り
施策３

(3)まちづく り
施策３

(1)げんきづく り
施策３

(3)まちづく り
施策３


